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昭
和
町
は
、甲
府
盆
地
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
し
、東
西
に
大
き
な

工
業
団
地
を
抱
え
、周
囲
を
富
士

山
、八
ヶ
岳
、南
ア
ル
プ
ス
等
の
山
々

に
囲
ま
れ
、美
し
い
環
境
に
恵
ま

れ
た
町
で
す
。中
央
道
甲
府
昭
和

Ｉ
Ｃ
か
ら
南
へ
車
で
約
十
分
、町
の

中
心
部
に
あ
る
押
原
小
学
校
は
、

明
治
十
七
年
に
尋
常
小
学
校
と

し
て
創
立
し
た
百
二
十
年
の
歴
史

を
も
つ
伝
統
校
で
す
。 

　
平
成
九
年
度
に
耐
力
度
調
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
危
険
建
物
と
判

断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、昭
和
町
学
校

建
設
委
員
会
を
設
置
し
協
議
、検
討

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。校
舎
建
築
の

テ
ー
マ「
伝
統
の
中
に
う
る
お
い
が
あ

り
、目
を
輝
か
せ
て
学
べ
る
学
校
」に

基
づ
き
、児
童
の
快
適
居
住
空
間
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、バ
リ
ア
フ
リ
ー

対
策
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、ワ
ー
ク
ス

ペ
ー
ス
の
配
置
等
、新
し
い
教
育
課
程

に
対
応
す
る
た
め
、多
様
な
形
態
で
自
主
的
、

創
造
的
な
学
習
を
可
能
に
す
る
工
夫
が
施

さ
れ
、ま
た
太
陽
光
発
電
、深
夜
電
力
に
よ

る
蓄
熱
式
床
暖
房
の
採
用
、ア
ー
ス
チ
ュ
ー
ブ
、

ナ
イ
ト
パ
ー
ジ
、雨
水
利
用
、屋
上
緑
化
等
、

環
境
に
も
配
慮
し
て
い
ま
す
。学
校
自
身
の

環
境
負
荷
を
少
な
く
す
る
と
と
も
に
、教

師
や
児
童
が
、自
然
と
共
生
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
体
験
で
き
る
こ
と
は
、地
域
や
地
球

環
境
問
題
に
対
す
る
教
育
効
果
が
期
待
で

き
ま
す
。 

　
ま
た
、押
原
の
杜
の
自
然
を
取
り
込
み
、

中
庭
を
繋
ぐ
二
層
吹
き
抜
け
の
多
目
的
室

は
、ラ
ン
チ
ル
ー
ム
と
し
て
も
利
用
で
き
、杜

と
地
域
を
湾
曲
し
た
校
舎
に
沿
っ
て
結
ぶ

水
と
緑
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
、圧
迫
感
を
与
え

な
い
楕
円
形
の
体
育
館
な
ど
、周
辺
環
境
へ

配
慮
す
る
ほ
か
、当
時
の
六
角
堂
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
生
活
科
室
、地
域
学
習
や
町
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
な
る
蛍
の
櫓
な
ど
、地
域
に
開

放
で
き
る
施
設
と
し
て
も
整
備
し
ま
し
た
。 

お問い合わせ先 

所在地　中巨摩郡昭和町押越５３２ 

案内図 
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やまなし 

行
政
改
革
へ
の 

新
た
な
取
り
組
み 

時 

■表紙写真 
咲き誇るコスモス【身延町西嶋地区】 
　初秋のやさしい風が吹き、一面に咲き誇るコス
モスが穏やかにゆれる。数年前までは耕す人も
なく、荒れ果てた田畑が広がっていた。「このまま
ではいけない」と地域の有志がコスモスを植え、
せっかくならまつりをしようと「コスモスまつり」が
はじまった。年々コスモス畑の範囲が広がり、い
つしか花が見頃になると、ひとづてに多くの人が
訪れる。また今年も、地元を愛する人々の弛みな
い汗が、コスモスという花に姿を変えて咲き誇る。 
（身延町提供） 

　
平
成
十
六
年
十
一
月
に
峡
北
地
域
七

町
村
が
合
併
し
北
杜
市
は
誕
生
し
ま
し

た
。 

　
広
大
で
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
の
中
に

あ
る
本
市
は
先
人
の
築
い
た
歴
史
と
伝
統
、

文
化
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。こ
の
す
ば
ら
し

い
財
産
を
継
承
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を

活
か
し
な
が
ら「
和
」の
あ
る
新
し
い
地
域

形
成
を
推
進
す
る
一
方
で
、多
様
化
す
る

行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、既
存
の
行

政
シ
ス
テ
ム
を
構
造
的
に
改
革
し
、自
ら

の
判
断
と
責
任
に
よ
る
地
域
の
実
状
に

応
じ
た
、行
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

　
こ
れ
か
ら
具
体
化
さ
れ
る
国
の
三
位
一

体
改
革
の
動
向
を
始
め
、指
定
管
理
者

制
度
の
導
入
な
ど
大
き
な
転
換
期
を
迎

え
、単
な
る
経
費
削
減
だ
け
で
な
く
、職

員
一
人
ひ
と
り
が
危
機
的
状
況
を
認
識
し
、

過
去
の
慣
例
や
前
例
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、大
胆
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
取
り

組
み
、本
市
が
標
榜
す
る「
人
と
自
然
が

躍
動
す
る
環
境
創
造
都
市
」の
実
現
に

向
け
行
財
政
改
革
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。 

小松正寿さん

ま
ち
自
慢 

昭
和
町
　
昭
和
町
立
押
原
小
学
校

巻
頭
随
想 

緑
と
活
力
あ
ふ
れ
る
生
活
快
適
都
市
を
目
指
し
て
　

　
　
　
　
　
　
　
　
甲
斐
市
長
　
藤
巻
義
麿  

　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
リ
レ
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「
小
菅
村
」 

特
集 

行
政
改
革 

特
集
１

集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
一
）　            

　

特
集
２

集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
二
）

合
併
コ
ー
ナ
ー 

合
併
新
法
下
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 

特
集
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特
集
４

 

行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム

大
月
市
自
立
計
画
に
つ
い
て

苦
言
・
提
言 

秋
の
行
楽 

家
族
み
ん
な
で
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト 

 

　  北杜市行革調整室長　



緑
と
活
力
あ
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生
活
快
適
都
市
を
目
指
し
て 

巻 

頭 

甲
斐
市
長

　
藤
巻
　
義
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藤巻 義麿 Yoshimaro Fujimaki
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暑
い
夏
が
過
ぎ
、
実
り
の
秋
を
迎

え
た
昨
年
九
月
一
日
に
甲
斐
市
は
、

旧
竜
王
町
、
敷
島
町
、
双
葉
町
が
合

併
し
、
誕
生
し
て
か
ら
一
年
を
迎
え

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
間
、
合
併
後
に
調
整
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
諸
課
題
等
一
つ
ひ
と

つ
に
全
力
で
取
り
組
み
を
行
う
中
、

市
民
の
皆
さ
ま
の
理
解
を
得
な
が
ら

進
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。

旧
竜
王
町
、
敷
島
町
、
双
葉
町
は
、

Ｊ
Ｒ
竜
王
駅
周
辺
整
備
や
火
葬
場
建

設
な
ど
、
連
携
し
て
事
業
を
推
進
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
郡
を
ま
た
ぐ
三

町
が
初
め
て
共
通
の
課
題
と
し
て
取

り
組
み
ま
し
た
の
が
、
双
葉
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
設
置
の
た
め
の
期
成
同

盟
会
の
発
足
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

双
葉
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
設
置
期
成

同
盟
会
が
後
に
名
称
変
更
し
、
三
町

連
絡
協
議
会
に
発
展
し
、
三
町
相
互

の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
連

絡
及
び
提
携
等
を
行
う
な
ど
、
合
併

に
向
け
た
出
発
点
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
二
年
に
竜
王
町
、

敷
島
町
、
双
葉
町
の
周
辺
地
域
に
お

け
る
火
葬
場
の
慢
性
的
な
混
雑
解
消

の
た
め
、
火
葬
場
建
設
に
対
し
て
住

民
の
要
望
が
高
ま
る
中
、
双
葉
町
に

斎
場
を
建
設
し
、
一
部
事
務
組
合
を

設
置
す
る
な
ど
三
町
に
よ
る
広
域
行

政
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
結
び
つ

き
と
連
帯
感
に
よ
り
、
合
併
ま
で
ス

ム
ー
ズ
な
取
り
組
み
に
至
っ
た
状
況

で
あ
り
ま
す
。

合
併
に
向
け
て
の
最
大
の
ハ
ー
ド

ル
は
、
住
民
の
意
向
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
三
町
の
合
併
に
対
し
て
賛

成
か
反
対
か
の
意
向
を
確
認
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
三
町
の
場
合
、
敷

島
町
で
は
、
県
下
で
初
め
て
と
な
る

住
民
投
票
に
よ
り
、
ま
た
、
竜
王
町

と
双
葉
町
は
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

と
い
う
形
で
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
賛
同
が
得

ら
れ
、
甲
斐
市
が
誕
生
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

私
は
、
住
民
の
意
向
を
確
認
す
る

際
は
、
是
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ

り
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
」
等

と
い
っ
た
曖
昧
な
回
答
は
問
う
べ
き

で
な
い
と
考
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

合
併
と
い
う
一
大
事
業
を
行
う
際
に

昭和１１年１月甲斐市（旧竜王町）生まれ。竜
王町議会議員、議会議長を経て竜王町長を務
める（３期）。平成１６年１０月、甲斐市初代市長
に就任。
竜王町長就任以来、全町公園化構想「ガーデ

ンシティ竜王」を進め、甲斐市長として引き続
き、自然と調和したまちづくりとして「緑と活力
あふれる生活快適都市」を目指している。趣味
は、映画鑑賞、読書。

合
併
ま
で
の
経
過

是
か
否
か
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は
、
賛
成
か
反
対
か
だ
け
を
問
う
も

の
で
あ
り
、
指
導
者
は
、
賛
成
が
得

ら
れ
れ
ば
そ
れ
に
向
け
、
全
力
を
尽

く
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
し
、
も
し
、

否
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
す
み
や

か
に
撤
退
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

甲
斐
市
は
、
県
都
甲
府
市
、
田
園

エ
リ
ア
の
南
ア
ル
プ
ス
市
、
高
原
・

リ
ゾ
ー
ト
エ
リ
ア
の
峡
北
地
域
に
囲

ま
れ
る
位
置
に
あ
っ
て
、
豊
か
な
自

然
環
境
を
有
し
た
居
住
エ
リ
ア
と
し

て
の
特
性
か
ら
、
県
内
で
屈
指
の
人

口
増
加
地
域
と
し
て
発
展
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
住
民
生

活
圏
の
広
域
化
や
少
子
・
高
齢
化
、

情
報
化
等
の
進
展
に
よ
る
住
民
ニ
ー

ズ
の
多
様
化
・
高
度
化
、
さ
ら
に
は

地
方
分
権
の
進
展
な
ど
大
き
な
変
革

の
時
代
を
迎
え
て
い
る
社
会
情
勢
の

中
で
二
十
一
世
紀
を
展
望
す
る
と
き
、

こ
れ
か
ら
の
自
治
体
は
基
盤
の
強
化

が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
と
も
に
連
携

し
発
展
し
て
き
た
三
町
が
合
併
し
誕

生
し
た
甲
斐
市
は
、
自
然
と
共
存
す

る
快
適
な
居
住
環
境
の
都
市
と
し
て

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
必
要
が
あ

り
、「
緑
と
活
力
あ
ふ
れ
る
生
活
快
適

都
市
」
を
基
本
理
念
に
掲
げ
、
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。

甲
斐
市
が
周
辺
地
域
の
発
展
を
リ

ー
ド
す
る
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い

く
た
め
に
は
、
都
市
と
し
て
の
核
と

な
る
拠
点
整
備
の
推
進
が
不
可
欠
で

あ
り
ま
す
。

特
に
、
本
市
発
展
の
拠
点
、
ま
た
、

本
市
の
玄
関
口
と
し
て
も
竜
王
駅
の

存
在
は
大
き
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
Ｊ
Ｒ
竜
王
駅
を
整
備
し
て
お

り
ま
す
が
、
世
界
的
に
も
著
名
な
建

築
家
で
あ
り
ま
す
安
藤
忠
雄
氏
に
よ

り
新
駅
舎
の
設
計
を
し
て
い
た
だ
き
、

先
日
外
観
イ
メ
ー
ジ
図
が
発
表
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
九
年
度

の
完
成
を
目
指
し
、
整
備
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
山
梨
の
新
し
い
玄
関
口

と
な
る
よ
う
、
ま
た
山
梨
の
新
名
所

と
な
る
よ
う
期
待
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
完
成
し
た
後
に
は
県
外
か
ら
も

多
く
の
方
の
来
県
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
是
非
県
民
の
皆
さ
ん
に
も

御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、

安
定
し
た
財
政
基
盤
を
確
立
し
、
市

民
に
は
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
が

で
き
る
よ
う
対
処
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

国
が
進
め
る
三
位
一
体
改
革
に
よ

り
国
庫
補
助
金
の
見
直
し
や
交
付
税

の
削
減
な
ど
、
地
方
財
政
は
極
め
て

厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
中
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の
多
種

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
サ
ー

ビ
ス
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

行
政
改
革
を
強
く
推
し
進
め
、
行
財

政
基
盤
の
強
化
と
効
率
化
を
図
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
事
業

推
進
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
真
に
必

要
な
政
策
、
優
先
順
位
を
見
極
め
な

が
ら
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
年
度
は
、
実
質
的
な
意
味
で
あ

り
ま
す
甲
斐
市
の
ス
タ
ー
ト
元
年
と

な
り
ま
す
。
市
民
か
ら
合
併
に
対
す

る
評
価
が
く
だ
さ
れ
る
年
と
な
る
わ

け
で
す
の
で
、
本
市
の
自
然
環
境
と

調
和
を
図
り
な
が
ら
、
活
力
あ
ふ
れ
、

人
に
優
し
い
ま
ち
を
創
造
す
る
た
め
、

こ
れ
か
ら
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
合

併
し
て
よ
か
っ
た
と
実
感
で
き
る
行

政
を
目
指
し
、
本
市
の
基
本
理
念
で

あ
り
ま
す
「
緑
と
活
力
あ
ふ
れ
る
生

活
快
適
都
市
」
の
実
現
に
向
け
全
力

を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

新
し
い
ま
ち
づ
く
り

今
後
の
取
り
組
み

主
要
施
策



市
町
村
リ
レ
ー 

[sh
ityo

u
so

n
 relay]

ま
ち
づ
く
り
夢
づ
く
り 

小
菅
村

小
菅
村
は
、
山
梨
県
の
東
北
端
の

山
岳
地
帯
に
位
置
し
、
東
京
都
奥
多

摩
町
と
境
を
接
す
る
県
境
の
地
に
あ

り
、
大
菩
薩
嶺
に
源
を
発
す
る
多
摩

川
水
系
小
菅
川
流
域
の
水
源
の
村
で

す
。
中
心
集
落
の
標
高
は
六
百
六
十

ｍ
、
周
囲
を
千
三
百
〜
二
千
ｍ
級
の

高
山
に
囲
ま
れ
た
東
西
十
四
km
、
南

北
七
km
、
総
面
積
五
十
二
・
六
五
平

方
km
の
う
ち
九
四
％
が
山
林
で
、
耕

地
は
僅
か
一
・
二
％
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
急
峻
な
地
形
で
す
が
多
摩
源
流

の
村
と
し
て
そ
の
美
し
い
景
観
と
森

と
水
か
ら
構
成
さ
れ
る
豊
か
な
自
然

は
広
く
人
々
の
憩
い
の
場
と
な
り
、

ま
た
東
京
都
民
の
貴
重
な
水
が
め
の

役
割
も
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

小
菅
村
の
歴
史
は
古
く
、
縄
文
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
石
器
・
土

器
が
村
内
各
所
で
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
室
町
時
代
に
は
じ
め
て
小
菅
村

と
い
う
名
が
登
場
、
そ
の
後
、
豊
臣

秀
吉
が
全
国
を
統
一
し
て
現
在
の
村

の
原
形
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
明
治

時
代
に
青
梅
街
道
が
開
通
し
た
こ
と

に
よ
り
他
地
域
と
の
交
流
が
活
発
に

な
り
、
昭
和
三
十
二
年
の
小
河
内
ダ

ム
完
成
以
降
は
、
交
通
の
便
や
立
地

条
件
等
か
ら
生
活
圏
、
商
圏
は
東
京

圏
と
密
接
な
係
わ
り
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

産
業
構
造
は
、
昭
和
四
十
年
代
前

半
ま
で
は
こ
ん
に
ゃ
く
、
わ
さ
び
、

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
を
中
心
と
す
る
農
林

業
が
主
要
で
し
た
。
そ
の
後
、
社
会

情
勢
の
変
化
な
ど
に
伴
い
製
造
業
、

建
設
業
、
観
光
業
な
ど
の
第
二
次
・

三
次
産
業
へ
移
行
し
て
い
っ
た
も
の

の
、
村
の
特
産
品
で
あ
る
ヤ
マ
メ
・

イ
ワ
ナ
の
渓
流
魚
及
び
、
わ
さ
び
・

え
の
き
茸
の
生
産
量
は
、
今
も
県
下

第
一
位
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
源
流
の
恵
ま
れ
た
自
然
を

活
か
し
、
新
し
い
視
野
で
交
流
の
村

づ
く
り
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
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い
、
守
り
、
集
う

源
流
の
さ
と
　
こ
す
げ

多摩源流まつり「火の祭典」

憩



小
菅
村
で
は
、「
源
流
で
あ
る
こ

と
に
こ
だ
わ
り
、
源
流
で
の
生
活
を

謳
歌
で
き
る
村
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

二
十
一
世
紀
の
村
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
多
摩
川
源
流
研
究
所

の
設
立
で
す
。
多
摩
川
源
流
域
は
、

明
治
三
十
四
年
以
来
、
一
世
紀
に
渡

っ
て
東
京
都
水
源
涵
養
林
と
し
て
大

切
に
保
護
・
管
理
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
先
駆
的
事
業
の
お
か
げ
で
、

多
摩
川
源
流
域
全
体
は
乱
開
発
か
ら

守
ら
れ
、
豊
か
な
森
と
清
冽
な
流
れ

か
ら
な
る
手
つ
か
ず
の
自
然
が
広
範

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
急
峻
な
山
々
、

渓
谷
の
織
り
な
す
変
化
に
富
ん
だ
地

形
は
、
四
季
折
々
の
美
し
い
景
観
と

優
れ
た
景
勝
地
を
創
り
出
し
て
い
ま

す
。こ

の
恵
ま
れ
た
豊
か
な
自
然
と
先

人
か
ら
継
承
し
た
源
流
域
を
守
り
活

か
す
た
め
平
成
十
三
年
四
月
に
多
摩

川
源
流
研
究
所
を
設
立

し
、
流
域
の
児
童
・
生

徒
に
手
つ
か
ず
の
自
然

を
身
体
全
体
で
体
験
さ

せ
、
親
子
で
自
然
の
素

晴
ら
し
さ
と
生
命
力
の

豊
か
さ
を
実
感
で
き
る

源
流
親
子
体
験
教
室
、

源
流
学
校
、
源
流
自
然

塾
を
開
校
し
、
源
流
の

自
然
・
歴
史
・
文
化
の

調
査
研
究
と
情
報
の
発

信
、
緑
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
な
ど
様
々
な
体

験
交
流
事
業
は
地
場
産

業
の
保
護
育
成
に
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。
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五
月
四
日
は
小
菅

村
に
と
っ
て
特
別
な

日
。
こ
の
日
、
小
菅

村
で
は
毎
年
、
多
摩

源
流
ま
つ
り
が
行
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

村
民
一
人
一
役
の

総
参
加
で
村
づ
く
り

を
盛
り
上
げ
る
た
め

に
昭
和
六
十
二
年
か

ら
始
ま
っ
た
こ
の
イ

ベ
ン
ト
も
、
国
民
の

休
日
と
と
も
に
す
っ

か
り
定
着
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
日
を

前
に
大
空
を
泳
ぐ
鯉

の
ぼ
り
の
下
、
様
々

な
催
し
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
ば
や
ヤ
マ
メ

な
ど
小
菅
の
自
慢
の

味
が
軒
を
並
べ
郷
土

芸
能
や
大
菩
薩
御
光

太
鼓
の
披
露
、
楽
し
い
ス
テ
ー
ジ
シ

ョ
ー
、
マ
ス
の
つ
か
み
ど
り
な
ど
、

内
容
も
盛
り
だ
く
さ
ん
。
そ
し
て
、

ま
つ
り
の
締
め
く
く
り
は
夜
の
お
松

焼
き
と
花
火
。
夜
空
昇
る
炎
と
花
火

の
眺
め
は
雄
大
で
迫
力
満
点
。
観
客

か
ら
「
う
お
ー
」
の
歓
声
が
上
が
る

驚
き
と
感
動
を
与
え
ま
す
。

毎
年
、
県
内
外
か
ら
一
万
人
以
上

の
人
々
が
訪
れ
、
都
会
と
ふ
る
さ
と

の
人
達
と
の
楽
し
い
交
流
の
日
と
し

て
盛
大
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

源
流
域
の
未
来
に
向
け
て

村
民
総
参
加
・
手
づ
く
り
の
お
ま
つ
り

多摩源流まつり「多くの人で賑わう」

―
「
多
摩
川
源
流
研
究
所
」
―

源流体験

―
「
水
と
火
と
味
の
祭
典
」
―
　
多
摩
源
流
ま
つ
り



秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
の
山
々

に
囲
ま
れ
た
小
菅
の
湯
。
都
心
か
ら

は
約
二
時
間
、
東
京
と
山
梨
の
県
境

に
位
置
し
四
季
折
々
の
自
然
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
春
か
ら
初
夏

に
か
け
て
は
桜
、
新
緑
、
秋
に
は
見

事
な
紅
葉
を
堪
能
し
な
が
ら
の
ド
ラ

イ
ブ
は
、
日
常
の
喧
噪
を
離
れ
た
別

世
界
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
。

緑
豊
か
な
自
然
の
中
で
は
、
心
地

よ
い
静
寂
が
広
が
り
、
の
ん
び
り
と

湯
量
た
っ
ぷ
り
の
温
泉
に
つ
か
れ
ば

心
も
身
体
も
癒
し
の
時
を
満
喫
で
き

ま
す
。

温
泉
は
高
ア
ル
カ
リ
性
温
泉
で
保

養
や
休
養
、
病
中
病
後
の
療
養
な
ど

に
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
源
泉

湧
出
口
に
お
い
て
、
か
す
か
に
白
濁

し
、
弱
い
硫
黄
臭
を
放
つ
。
源
泉
の

温
度
三
十
度
以
上
の
温
泉
と
し
て
は

珍
し
い
高
ア
ル
カ
リ
性
温
泉
で
、
成

分
的
に
は
マ
イ
ル
ド
で
ア
ル
カ
リ
イ

オ
ン
だ
け
高
い
温
泉
は
、
世
界
的
に

み
て
も
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
温
泉
で

「
女
性
に
う
れ
し
い
・
お
肌
つ
る
つ

る
…
美
人
の
湯
」
と
し
て
大
変
な
人

気
を
集
め
て
い
ま
す
。

施
設
内
は
、
露
天
風
呂
・
桧
風

呂
・
打
た
せ
湯
・
ジ
ャ
グ
ジ
ー
・
寝

湯
・
サ
ウ
ナ
・
五
右
衛
門
風
呂
な
ど

九
つ
の
湯
が
あ
り
贅
沢
な
時
間
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
小
菅
村
の

自
然
に
囲
ま
れ
な
が
ら
静
か
に
過
ご

す
や
さ
し
い
時
間
、
こ
こ
は
多
摩
源

流
の
癒
し
の
湯
と
し
て
多
く
の
人
々

に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
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私
た
ち「
小
菅
人
」は
緑
豊
か
な
山

や
清
流
の
小
菅
川
に
接
し
た
こ
の
地

に
住
み
、
友
愛
と
思
い
や
り
の
心
と

郷
土
愛
を
持
ち
、
い
つ
ま
で
も
平
和

で
心
豊
か
に
暮
ら
し
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
我
々
が
「
理
想
と

す
る
小
菅
人
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
た
。
一
人
ひ
と
り
老
い
も
若
き
も
、

男
も
女
も
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
尊
重

し
な
が
ら「
共
に
育
っ
て
い
け
る
小
菅

人
」を
目
指
し
、
源
流
か
ら
の
人
づ
く

り
を
提
案
し
実
践
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

村
は
、
子
ど
も
の
人
数
が
著
し
く

減
少
し
、
遊
ぶ
仲
間
に
事
欠
い
た
り
、

家
の
中
で
一
人
で
過
ご
す
時
間
が
増

え
、
引
き
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
は
健
全
育
成
が
で
き
な
く
な
る

と
、
平
成
十
二
年
に
学
校
週
五
日
制

の
受
け
皿
づ
く
り
を
考
え
る
会
と
し

て「
小
菅
人
を
育
む
会
」を
発
足
し
、

小
菅
の
子
ど
も
た
ち
を
磨
き
輝
か
せ

て
い
く
た
め
、
地
域
の
大
人
た
ち
が

知
恵
を
出
し
合
い
様
々
な
活
動
を
し

て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
ス
タ
ー

ト
時
は
小
菅
の
自
然
や
季
節
を
感
じ

さ
せ
る
「
わ
く
わ
く
す
げ
っ
子
部

会
」・
理
想
的
な
小
菅
人
を
目
標
と
し

た「
共
に
育
つ
部
会
」・
芸
術
に
親
し

み
感
動
を
分
か
ち
合
わ
せ
る「
文
化

芸
術
部
会
」の
三
部
会
を
立
ち
上
げ
、

様
々
な
体
験
な
ど
実
践
活
動
を
展
開

し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
度
か
ら
は
、
今
ま
で

の
取
リ
組
み
を
評
価
し
、
村
の
自
然

や
人
材
に
着
目
し
自
然
体
験
の
機
会

を
設
定
し
な
が
ら
新
た
に
取
り
組
む

「
第
一
部
会
」、
文
化
・
芸
術
の
普
及

を
中
心
に
さ
ら
に
感
動
を
与
え
る
機

会
に
取
り
組
む「
第
二
部
会
」に
再
編

成
し
実
践
活
動
の
充
実
を
図
っ
て
い

ま
す
。

小
菅
人
を
育
む
会
は
、
子
ど
も
た

ち
が
学
校
で
は
得
ら
れ
な
い
様
々
な
体

験
や
家
庭
や
地
域
の
人
た
ち
と
の
つ
な

が
り
を
深
め
な
が
ら
理
想
的
な
小
菅

人
を
育
む
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

理
想
的
な
小
菅
人
を
育
も
う
…

（
小
菅
人
を
育
む
会
）

多摩源流小菅の湯

大
自
然
の
中
で
ほ
か
ほ
か
〜

の
〜
ん
び
り
温
泉
気
分
を
満
喫

―
「
女
性
に
も
大
人
気
の
多
摩
源
流
小
菅
の
湯
」
―

―
「
世
の
中
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
、

教
育
の
原
点
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。」
―



　
地
方
の
行
政
改
革
は
、
こ
れ
ま
で
着
実
に
そ
の
成
果
を
上
げ
て

き
た
。
例
え
ば
、
地
方
公
務
員
の
総
数
は
平
成
七
年
か
ら
十
年
連

続
し
て
減
少
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団
体

を
取
り
巻
く
状
況
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
地
方
行
革
の

更
な
る
推
進
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。 

　
ま
た
、
本
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
新
地
方
行
革
指
針
は
、
集
中

改
革
プ
ラ
ン
の
年
度
内
公
表
に
、
地
方
公
共
団
体
が
足
並
み
を
揃

え
て
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
て
い
る
。                               

  

今
回
の
特
集
で
は
、
行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
総
務
省
が
提
示

し
た
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
概
要
と
県
に
お
け
る
行
財
政
改
革
プ
ロ

グ
ラ
ム
へ
の
取
り
組
み
、
行
財
政
改
革
に
積
極
的
な
取
り
組
み
を

進
め
て
い
る
大
月
市
の
事
例
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。   

行
政
改
革 

﹇
特
集
1
﹈集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
一
）  

 

県
市
町
村
課
　
渡
邊
和
彦 

﹇
特
集
2
﹈集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
二
） 

県
市
町
村
課
　
茂
手
木
正
人 

﹇
特
集
3
﹈行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム 

    

県
新
行
政
シ
ス
テ
ム
課
　
末
木
鋼
治 

﹇
特
集
4
﹈大
月
市
自
立
計
画
に
つ
い
て 

　  

大
月
市
政
策
推
進
課
　
後
藤
正
巳 

やまなし 

集 
特 
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集
中
改
革
プ

集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
一
） 

渡
邊
和
彦 

K
a

zu
h

iko
 W

a
ta

n
a

b
e

県
市
町
村
課 

特集 

1

〜
プ
ラ
ン
の
概
要
と

概
要
と
給
与
給
与
・ 

　
　
　
　
　
　
　
定
員
管
理

　
　
　
　
　
　
　
定
員
管
理
の
適
正
化

適
正
化
〜 
集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
一
） 〜
プ
ラ
ン
の
概
要
と
給
与
・ 

　
　
　
　
　
　
　
定
員
管
理
の
適
正
化
〜 

経

　

緯

 

�

少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
時

代
が
到
来
す
る
と
と
も
に
、
厳
し
い

財
政
状
況
が
継
続
す
る
中
で
、
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
住
民
ニ
ー

ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
な
ど
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
に
一
層
適
切
に
対
応

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

分
権
型
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
行
財
政
を
取
り
巻

く
環
境
は
従
来
に
も
増
し
て
厳
し
く
、

地
方
公
共
団
体
は
行
政
改
革
の
一
層

の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改

革
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年

の
「
地
方
自
治
・
新
時
代
に
対
応
し

た
地
方
公
共
団
体
の
行
政
改
革
推
進

の
た
め
の
指
針
」（
自
治
事
務
次
官
通

知
）
等
に
基
づ
き
、
行
政
改
革
大
綱

に
お
け
る
定
員
管
理
の
目
標
数
値
の

設
定
・
公
表
状
況
、
定
員
管
理
の
適

正
化
、
給
与
の
適
正
化
、
民
間
委
託

等
の
推
進
、
行
政
評
価
制
度
の
導
入
、

公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
等
へ

の
取
り
組
み
が
要
請
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
各
団
体
は
積
極
的
に
行
政

改
革
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
地
方
公
務
員
の
総
数

は
平
成
七
年
以
降
に
お
い
て
純
減
し
、

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
も
平
成
十
六
年

に
は
一
◯
◯
を
切
る
こ
と
と
な
り
、

ま
た
、
行
政
評
価
や
情
報
公
開
条
例
、

個
人
情
報
保
護
条
例
の
制
定
、
事

務
・
事
業
の
民
間
委
託
な
ど
も
着
実

に
進
展
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
厳
し
い
地
域
経
済
の
状

況
等
を
背
景
に
、
地
方
公
共
団
体
の

行
政
改
革
の
進
捗
に
対
す
る
国
民
の

視
線
は
厳
し
く
、
特
に
給
与
制
度
や

そ
の
運
用
な
ど
に
は
、
各
方
面
か
ら

（
1
）
地
方
行
革
指
針
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やまなし 

集 
特 

�

集
中
改
革
プ
ラ
ン 

に
お
け
る
留
意
事
項 

批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
総
務
省
は
、
平
成
十
六

年
十
二
月
二
十
四
日
に
、
政
府
が

「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
」
を
閣
議

決
定
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
現
在
の

状
況
を
認
識
し
た
上
で
更
な
る
改
革

を
進
め
て
い
く
た
め
の
取
組
指
針
と

し
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

付
け
で
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

行
政
改
革
の
推
進
の
た
め
の
新
た
な

指
針
の
策
定
に
つ
い
て
」（
以
下
「
新

地
方
行
革
指
針
」
と
い
う
。）
を
通
知

し
ま
し
た
。

新
地
方
行
革
指
針
は
、
第
一
に
計

画
的
な
行
政
改
革
の
推
進
と
説
明
責

任
の
確
保
、
第
二
に
行
政
改
革
推
進

上
の
主
要
事
項
を
柱
と
し
て
構
成
さ

れ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し

て
は
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
結

集
し
、「
新
し
い
公
共
空
間
」
を
形
成

す
る
た
め
の
戦
略
本
部
と
な
り
、
行

政
自
ら
が
担
う
役
割
を
重
点
化
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
は
、「
P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
」
に
よ
る
行
政
改
革

大
綱
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
、

そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
集
中
的

に
実
施
す
る
た
め
に
、
①
事
務
・
事

業
の
再
編
・
整
理
、
廃
止
・
統
合
、

②
民
間
委
託
等
の
推
進
、
③
定
員
管

理
の
適
正
化
、
④
手
当
の
総
点
検
を

は
じ
め
と
す
る
給
与
の
適
正
化
、
⑤

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
、
⑥
出
先
機

関
の
見
直
し
、
⑦
第
三
セ
ク
タ
ー
の

見
直
し
、
⑧
経
費
節
減
等
の
財
政
効

果
等
を
中
心
に
、
平
成
十
七
年
度
を

起
点
と
し
、
概
ね
平
成
二
十
一
年
度

ま
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
住
民

に
分
か
り
や
す
く
明
示
し
た
計
画

（
集
中
改
革
プ
ラ
ン
）
を
、
平
成
十
七

年
度
中
に
公
表
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
ま
す
。

総
務
省
が
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
と

し
て
時
期
を
揃
え
た
具
体
的
な
取
組

計
画
を
明
示
す
る
よ
う
求
め
た
背
景

に
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
行
革
へ
の
取

り
組
み
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
進
捗
に
つ

い
て
な
か
な
か
国
民
の
適
切
な
理
解

が
得
ら
れ
ず
、
地
方
公
務
員
に
対
す

る
国
民
の
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て

い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
方
が
足
並
み
を
揃

え
総
力
を
挙
げ
て
改
革
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
そ
の
取
組
状
況
を
他
団

体
と
比
較
可
能
な
形
で
分
か
り
や
す

く
明
示
し
、
住
民
に
対
す
る
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
地
方
分

権
の
一
層
の
推
進
を
図
る
意
図
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
お
い
て
留
意

す
べ
き
事
項
と
し
て
、
特
に
国
民
の

厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
定
員

管
理
及
び
給
与
の
適
正
化
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

全
国
の
地
方
公
務
員
数
は
、
平
成

十
一
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
で

四
・
六
％
（
約
十
四
万
九
千
人
）
減

少
し
、
山
梨
県
内
の
市
町
村
職
員
数

も
二
・
一
％
（
二
百
二
十
四
人
）
減

少
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
厳
し
い
財
政
状

況
が
続
く
中
で
、
徹
底
し
た
行
政
改

革
に
引
き
続
い
て
取
り
組
ん
で
い
く

た
め
に
は
、
行
政
が
主
と
し
て
提
供

し
て
き
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

も
、
地
域
に
お
い
て
住
民
団
体
や
N

P
O
、
企
業
等
の
多
様
な
主
体
が
提

供
す
る
多
元
的
な
仕
組
み
を
整
え
て

い
く
必
要
が
あ
り
、
行
政
の
変
革
に

対
応
し
つ
つ
職
員
の
抑
制
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
期
間
と
な
る

平
成
十
七
年
度
か
ら
の
五
年
間
は
、

過
去
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、
市
町

村
合
併
の
進
展
、
電
子
自
治
体
、
民

間
委
託
等
の
推
進
な
ど
に
あ
わ
せ
、

「
団
塊
の
世
代
」
の
大
量
退
職
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
規
採
用
を
抑

制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
職
員

の
抑
制
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
地
方
行
革
指
針
に
お
い
て
は
、

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表
に
当
た
り
、

「
定
員
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
退

職
者
数
及
び
採
用
者
数
の
見
込
み
を

明
示
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

現
在
に
お
け
る
明
確
な
数
値
目
標
を

掲
げ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
値
目
標
の
基
準
と
し
て
、
過

去
五
年
間
の
地
方
公
務
員
の
純
減
率

で
あ
る
四
・
六
％
が
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
総
務
省
は
、
過
去
五
年
間

の
定
員
抑
制
実
績
に
大
き
な
差
が
あ

る
こ
と
か
ら
、「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に

お
け
る
数
値
目
標
を
一
律
に
四
・

六
％
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
は
な
い
が
、
過
去
の
実
績
が

上
回
っ
た
団
体
に
お
い
て
は
、
定
員

抑
制
の
取
り
組
み
を
ゆ
る
め
る
こ
と

な
く
数
値
目
標
を
設
定
し
、
過
去
の

実
績
が
四
・
六
％
に
届
い
て
い
な
い

（
2
）
新
地
方
行
革
指
針
に

お
け
る
集
中
改
革
プ
ラ
ン

（
1
）
定
員
管
理
の
適
正
化
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団
体
に
つ
い
て
は
、
一
層
の
定
員
抑

制
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
過
去
の

取
組
状
況
を
検
証
の
上
で
数
値
目
標

を
設
定
す
る
」
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
行
に
有
効
な
定
員
適
正

化
計
画
を
有
す
る
団
体
に
お
け
る
数

値
目
標
に
つ
い
て
は
、「
集
中
改
革

プ
ラ
ン
は
行
政
改
革
の
具
体
的
な
取

り
組
み
を
、
集
中
的
に
実
施
す
る
た

め
、
す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
が
数

値
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
定
員
適
正

化
計
画
が
、
新
地
方
行
革
指
針
に
満

た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
定
員
適

正
化
計
画
に
つ
い
て
見
直
し
が
必
要

で
あ
り
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

時
点
に
お
け
る
数
値
目
標
を
設
定
す

る
こ
と
」
が
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
給
与
の
適
正
化
に
つ
い
て

は
、
総
務
省
は
従
来
か
ら
給
与
改
定

に
係
る
事
務
次
官
通
知
な
ど
で
取
り

組
み
を
要
請
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

た
め
多
く
の
団
体
で
概
ね
着
実
に
適

正
化
が
進
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
一

部
の
団
体
に
お
け
る
不
適
正
、
不
適

切
な
給
与
制
度
・
運
用
等
が
マ
ス
コ

ミ
等
の
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
、
国

民
、
住
民
の
厳
し
い
批
判
を
受
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
限
ら
ず
、

技
能
労
務
職
の
給
与
水
準
が
高
い
、

制
度
に
合
致
し
な
い
特
殊
勤
務
手
当

等
の
不
適
正
な
諸
手
当
、
級
別
職
務

分
類
表
に
適
合
し
な
い
級
へ
の
格
付

け
、
地
域
民
間
賃
金
の
状
況
か
ら
の

乖
離
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
是
正
に
取
り
組
む
べ
く

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年

度
ま
で
の
集
中
的
な
計
画
を
公
表
す

る
も
の
で
す
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
お
け
る
給
与

の
適
正
化
へ
の
是
正
に
つ
い
て
は
、

特
に
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項

を
新
地
方
行
革
指
針
に
お
い
て
列
記

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、

若
干
説
明
し
ま
す
。

a

高
齢
層
職
員
の
昇
給
停
止

国
で
は
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
昇

給
停
止
年
齢
を
原
則
五
十
五
歳
と
し

て
い
ま
す
。
平
成
十
六
年
四
月
一
日

現
在
で
措
置
を
講
じ
て
い
る
団
体
は
、

都
道
府
県
で
三
十
七
団
体
、
指
定
都

市
で
十
一
団
体
、
市
区
町
村
で
一
千

八
十
三
団
体
で
あ
り
、
山
梨
県
内
で

は
十
二
市
町
村
と
な
っ
て
い
ま
す
。

制
度
改
正
か
ら
六
年
を
経
過
し
て
い

る
こ
と
か
ら
未
措
置
の
団
体
は
直
ち

に
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

b

不
適
正
な
昇
給
運
用

全
職
員
に
対
し
て
一
律
に
昇
給
さ

せ
る
よ
う
な
一
斉
昇
給
な
ど
、
特
に

市
町
村
に
お
い
て
不
適
正
な
昇
給
運

用
制
度
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

た
め
、
直
ち
に
廃
止
す
る
よ
う
求
め

て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
は

退
職
時
に
お
け
る
特
別
昇
給
制
度
は

廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
未
だ
に
廃

止
し
て
い
な
い
団
体
は
直
ち
に
措
置

す
る
よ
う
併
せ
て
求
め
て
い
ま
す
。

c

級
別
職
務
分
類
表
に
適
合
し
な

い
級
へ
の
格
付
け
そ
の
他
実
質
的
に

そ
れ
と
同
一
の
結
果
と
な
る
不
適
正

な
給
与
制
度
・
運
用

い
わ
ゆ
る
「
わ
た
り
」
と
言
わ
れ

る
不
適
正
な
制
度
・
運
用
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
運
用
等
は
、
給
与
制
度

を
乱
す
だ
け
で
な
く
、
任
用
制
度
を

乱
す
と
と
も
に
、
公
務
能
率
を
阻
害

し
、
給
与
費
を
増
高
さ
せ
る
な
ど
運

営
に
悪
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
直
ち
に
是
正
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

d

退
職
手
当
の
支
給
率
の
見
直
し

退
職
手
当
の
最
高
限
度
支
給
率
に

つ
い
て
、
国
の
見
直
し
に
対
応
し
た

支
給
率
の
引
き
下
げ
を
行
っ
て
い
な

い
も
の
、
中
間
の
年
数
に
お
け
る
支

給
率
が
国
よ
り
高
い
も
の
な
ど
不
適

正
な
も
の
に
つ
い
て
は
早
急
な
見
直

し
が
必
要
で
す
。

e

特
殊
勤
務
手
当
等
の
諸
手
当
の

支
給
の
あ
り
方

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
地

方
自
治
法
第
二
◯
四
条
第
二
項
の
規

定
を
根
拠
に
、
各
地
方
公
共
団
体
が

条
例
で
定
め
て
支
給
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
①
国
家
公
務
員

に
お
い
て
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も

の
、
②
他
の
手
当
又
は
給
料
で
措
置

さ
れ
る
勤
務
内
容
に
対
し
て
重
複
の

観
点
か
ら
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ

る
も
の
、
③
月
額
支
給
等
と
な
っ
て

い
る
も
の
等
の
観
点
か
ら
、
当
該
団

体
の
特
殊
勤
務
手
当
が
制
度
の
趣
旨

に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
再
点
検
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

f

技
能
労
務
職
の
給
与

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
つ
い
て

は
、
国
に
お
け
る
同
種
の
職
員
や
、

同
種
の
民
間
と
比
較
し
て
高
い
と
い

う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
し
も
国

の
行
政
職
（
二
）
の
職
員
と
の
単
純

比
較
で
は
論
じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
職
務
の
性
格
や
内
容
を
踏
ま
え
つ

つ
、
民
間
の
同
種
の
職
種
に
従
事
す

る
者
と
の
均
衡
に
も
留
意
し
な
が

ら
、
適
正
な
給
与
制
度
・
運
用
と
な

る
よ
う
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
す
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
六
点
を
重
点
項
目
と
し

（
2
）
給
与
の
適
正
化



て
、
今
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
ど

の
よ
う
に
プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

定
員
及
び
給
与
等
の
公
表
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
各
地
方
公
共
団

体
に
積
極
的
に
公
表
を
行
う
よ
う
要

請
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
十
六

年
の
地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
よ

り
、
給
与
を
含
め
た
人
事
行
政
の
運

営
の
状
況
の
公
表
が
責
務
と
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
い
ま
だ
に
公
表
を
行
っ

て
い
な
い
団
体
に
お
い
て
は
早
急
に

対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

な
お
、
定
員
・
給
与
等
の
公
表
内

容
に
つ
い
て
は
、
職
種
ご
と
に
定

員
・
給
与
等
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
他
団
体
と
の
比
較
や

全
国
的
な
指
標
を
示
す
な
ど
、
住
民

等
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
な
取
り
組

み
が
必
要
で
す
。

公
務
員
の
総
人
件
費
の
削
減
に
つ

い
て
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
取

り
ま
と
め
て
い
る
二
○
○
五
年
の

「
骨
太
の
方
針
」
の
柱
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
定
員
及
び
給
与
の
適

正
化
に
関
す
る
、
今
後
の
地
方
公
共

団
体
の
取
り
組
み
は
大
き
な
注
目
を

集
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表

に
当
た
り
定
員
及
び
給
与
の
適
正
化

に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
の
上
で

国
民
、
住
民
の
納
得
と
理
解
を
得
ら

れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
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やまなし 

集 
特 

（
3
）
定
員
・
給
与
等
の

状
況
の
公
表
に
つ
い
て

地方公務員の定員管理について 

地方公務員の給与の適正化等について 

○地方公務員の総数は、平成7年から10年連続して減少 
○平成16年は、対前年比で3万3千人以上減少（過去最大の減少） 
○最近10年間では、累積19万8千人以上減少 

○ラスパイレス指数は、全団体の92.8％（2,941団体）が100未満 
　（Ｈ16.4.1現在） 
○全国平均も97.9に低下（過去最低水準）　（Ｈ16.4.1現在） 
　（Ｓ49.4.1より　12.7） 

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

H16H15H14H13H12H11H10H9H8H7H6

3,282 3,278 3,274 3,267 3,249 3,232
3,204

3,172
3,144

3,117
3,084

0

25％ 

50％ 

75％ 

100％ 

H16H15H10H5S63S58S53S49

構成比 

39.8％ 
（1,321） 

18.9％ 
（628） 24.0％ 

（797） 25.5％ 
（849） 

24.6％ 
（816） 25.7％ 

（848） 
25.0％ 
（825） 

20.7％ 
（675） 7.2％ 

（229） 

41.2％ 
（1,367） 32.8％ 

（1,091） 23.8％ 
（790） 13.4％ 

（444） 7.5％ 
（247） 

2.4％ 
（79） 

0.2％ 
（5） 

43.2％ 
（1,438） 50.7％ 

（1,686） 
62.0％ 
（2,055） 66.9％ 

（2,211） 72.6％ 
（2,398） 79.1％ 

（2,580） 92.8％ 
（2,941） 

指数100未満 

指数105以上 
指数100～105

（　）は団体数 ラスパイレス指数の分布状況の推移 

地方公共団体職員総数の推移（千人） 
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2

集
中
改
革
プ

集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
二
） 
集
中
改
革
プ
ラ
ン（
そ
の
二
） 〜
財
政
面

〜
財
政
面
か
ら
み
た
行
革
と

行
革
と 

　
　
　
　
　
　
　
集
中
改
革

　
　
　
　
　
　
　
集
中
改
革
プ
ラ
ン
〜 

〜
財
政
面
か
ら
み
た
行
革
と 

　
　
　
　
　
　
　
集
中
改
革
プ
ラ
ン
〜 

�

地
方
公
営
企
業
の 

経
営
健
全
化
に
つ
い
て 

近
年
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
方
法

の
多
様
化
や
規
制
緩
和
の
進
展
な
ど

に
よ
り
、
地
方
公
営
企
業
を
取
り
巻

く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
層

の
自
立
性
の
強
化
と
経
営
の
活
性
化

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
改
め
て

経
営
の
総
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、

様
々
な
民
間
的
経
営
手
法
の
積
極
的

な
導
入
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

先
頃
取
り
ま
と
め
た
平
成
十
六
年

度
市
町
村
公
営
企
業
決
算
の
状
況
で

は
、
法
適
用
企
業
全
三
十
七
企
業
の

う
ち
十
五
企
業
で
損
失
を
生
じ
て
お

り
、
経
営
的
に
は
厳
し
い
状
況
が
続

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
法
非
適
用
の

百
二
十
二
企
業
の
う
ち
百
二
十
一
企

業
で
黒
字
と
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、

利
益
計
上
を
支
え
て
い
る
の
は
、
一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
で
あ
り
、
建

設
改
良
事
業
を
抑
制
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
決
算
規
模
が
縮
小
し
た
た
め

平
成
十
五
年
度
よ
り
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、
一
般
会
計
に
は
大
き
な
財

政
負
担
を
与
え
て
い
ま
す
。

行
政
改
革
推
進
上
の
主
要
事
項
　

1

経
営
改
革
の
推
進

①

サ
ー
ビ
ス
自
体
の
必
要
性
、
地

方
公
営
企
業
と
し
て
実
施
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
、

特
に
公
共
性
の
確
保
等
の
意
義
が

薄
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
民
間
へ
の

事
業
譲
渡
等
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
。

②

事
業
を
継
続
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者

制
度
、
P
F
I
事
業
、
民
間
委
託

等
の
民
間
的
経
営
手
法
を
導
入
す

る
こ
と
。
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③

中
期
経
営
計
画
の
策
定
、
業
績

評
価
の
実
施
、
積
極
的
な
情
報
開

示
に
取
り
組
む
こ
と
。

2

定
員
管
理
・
給
与
の
適
正
化

①

企
業
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、

当
該
地
方
公
営
企
業
の
経
営
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
な
が

ら
、
引
き
続
き
適
正
化
に
努
め
る

こ
と
。

②

定
員
管
理
に
つ
い
て
は
、
事
務
・

事
業
の
見
直
し
、
民
間
委
託
等
の

推
進
等
に
よ
り
、
引
き
続
き
適

正
化
に
努
め
る
こ
と
。

特
に
、
プ
ラ
ン
公
表
に
際
し
て

は
、
今
後
五
年
間
の
削
減
数
、
平

成
十
七
年
四
月
一
日
時
点
の
総
定

員
に
対
す
る
削
減
率
を
明
記
す
る

こ
と
。

3

経
費
削
減
等
の
財
政
効
果

収
入
関
係
で
は
、
未
収
金
の
徴
収

対
策
、
料
金
の
見
直
し
、
未
利
用
財

産
の
売
り
払
い
等
、
支
出
関
係
で
は
、

職
員
削
減
、
給
与
費
削
減
、
組
織
の

統
廃
合
、
民
間
的
経
営
手
法
の
導
入

に
よ
る
事
業
費
削
減
な
ど
に
取
り
組

む
こ
と
。

こ
う
し
た
内
容
は
、
地
方
公
営
企

業
に
関
す
る
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表
上

の
視
点
で
も
あ
り
ま
す
が
、
本
県
市

町
村
の
場
合
に
は
、
地
方
公
営
企
業

と
い
っ
て
も
殆
ど
小
規
模
企
業
で
あ

る
の
が
実
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
が
い
ち
い
ち
単
独
で
プ
ラ
ン

を
策
定
す
る
と
い
う
の
は
、い
か
に
も

合
理
性
を
欠
い
て
い
ま
す
。
基
本
的

に
は
、
全
体
の
プ
ラ
ン
の
中
に
位
置

づ
け
て
普
通
会
計
と
一
緒
に
整
理

し
、
数
値
目
標
に
つ
い
て
も
、
プ
ラ
ン

全
体
の
中
で
共
通
目
標
と
し
て
掲
げ

て
お
い
て
良
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
公
表
の
対
象
範
囲
は
、
決

算
対
象
事
業
で
あ
り
、
法
非
適
事
業

ま
で
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
方
に
お
け
る
財
政
環
境
が
一
段

と
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
中
、
財
団

法
人
を
含
む
第
三
セ
ク
タ
ー
を
取
り

巻
く
状
況
も
バ
ブ
ル
崩
壊
後
経
済
環

境
が
変
化
す
る
中
で
、
経
営
が
深
刻

化
す
る
な
ど
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し

て
き
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情 �

第
三
セ
ク
タ
ー
の
抜
本
的 

な
見
直
し
・
地
方
公
社
の 

経
営
健
全
化 

勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
関
係

す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
そ

の
運
営
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
六
年
九
月
一
日
現
在
、
県

内
に
は
財
団
法
人
十
九
、
株
式
会
社

十
六
、
有
限
会
社
一
、
公
社（
土
地

開
発
公
社
）七
の
合
計
四
十
三
の
市

町
村
の
出
資
法
人
が
あ
り
ま
す
。

平
成
十
五
年
度
の
決
算
の
状
況
で

は
、
各
市
町
村
の
出
資
割
合
二
五
％

以
上
の
三
十
七
法
人
の
う
ち
、
十
法

人
が
経
常
損
失
又
は
正
味
財
産
の
減

少
を
生
じ
て
お
り
、
二
年
連
続
の
減

少
が
三
法
人
、
三
年
連
続
の
減
少
が

三
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

行
政
改
革
推
進
上
の
主
要
事
項

1

監
査
・
点
検
評
価
・
情
報
公
開

の
体
制
等

①
　
外
部
の
専
門
家
を
活
用
す
る
等

監
査
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
行
政
評
価
の
視
点
も
踏
ま
え

た
点
検
評
価
の
充
実
・
強
化
を
図

る
こ
と
。

②
　
事
業
内
容
、
経
営
状
況
、
公
的

支
援
等
に
つ
い
て
、
適
宜
適
切
な

議
会
へ
の
状
況
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
住
民
に
対
す
る
積
極
的
か

つ
わ
か
り
や
す
い
情
報
公
開
に
努

め
る
こ
と
。

2

既
存
法
人
の
見
直
し

統
廃
合
、
民
間
譲
渡
、
完
全
民
営

化
を
含
め
た
既
存
法
人
の
見
直
し
を

一
層
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
。

ま
た
、
経
営
悪
化
が
深
刻
化
し
、

経
営
の
改
善
が
極
め
て
困
難
と
判
断

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
的
整

理
の
実
施
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
、
地
方
公
共
団
体
は
、

出
資
の
範
囲
内
の
負
担
、
損
失
補
償

契
約
等
に
基
づ
く
負
担
を
負
う
こ
と

が
原
則
で
あ
り
、
過
度
の
負
担
を
負

う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ

と
。

3

定
員
管
理
・
給
与
の
適
正
化

給
与
及
び
役
職
員
数
を
見
直
し
、

組
織
機
構
の
ス
リ
ム
化
等
を
行
う
こ

と
。

4

土
地
開
発
公
社
の
経
営
健
全
化

今
年
度
内
に
新
た
な
経
営
健
全
化

計
画
を
策
定
す
る
な
ど
経
営
改
善
等

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
経
営

の
改
善
が
極
め
て
困
難
と
判
断
さ
れ

る
場
合
に
は
、
法
的
整
理
も
含
め
抜

本
的
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
し
て
は
、
市

町
村
か
ら
の
財
源
移
転（
出
捐
、
管

理
委
託
料
、
補
助
金
）で
根
幹
的
な

部
分
が
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事

業
の
積
極
的
、
効
率
的
な
展
開
に
影

響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
が
あ
る
ほ
か
、
経
営
状
況
に
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本
県
市
町
村
の
財
政
状
況
は
、
団

体
に
よ
り
格
差
は
あ
る
も
の
の
、
財

政
運
営
に
は
適
切
か
つ
き
め
細
か
な

対
応
を
し
て
き
た
結
果
と
し
て
、
概

ね
健
全
な
状
況
を
保
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
手
厚
い
地
方

交
付
税
制
度
や
交
付
税
の
措
置
率
の

高
い
有
利
な
地
方
債
制
度
、
補
助
制

度
を
活
用
し
た
事
業
展
開
等
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
ま

す
。し

か
し
、
国
・
地
方
を
通
ず
る
財

政
環
境
の
悪
化
に
よ
り
、「
三
位
一
体

の
改
革
」に
よ
る
地
方
交
付
税
制
度

や
地
方
債
制
度
の
見
直
し
、
国
庫
補

助
負
担
金
の
廃
止
・
縮
減
等
の
改
革

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
依
存
財
源
率

の
高
い
本
県
の
市
町
村
財
政
運
営

は
、
今
後
、
一
層
厳
し
い
状
況
に
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
徹
底
し
た
行
政
改
革

の
推
進
及
び
事
務
事
業
の
見
直
し
を

行
い
、
自
ら
の
財
政
状
況
を
分
析
し

て
、
歳
出
全
般
の
効
率
化
と
重
点
配

分
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

税
収
等
の
自
主
財
源
の
確
保
と
併
せ

て
、
補
助
制
度
並
び
に
地
方
債
や
基

金
の
有
効
・
適
切
な
活
用
等
財
源
確

保
に
一
層
の
相
違
工
夫
を
重
ね
る
こ

と
も
必
要
で
す
。

財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
に

は
、
中
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
適
切

な
財
政
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
財
政
基
盤

を
強
化
し
、
安
定
的
か
つ
継
続
的
に

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
づ

く
り
と
し
て
の
市
町
村
合
併
は
極
め

て
重
要
で
す
。

行
政
改
革
推
進
上
の
主
要
事
項

1

経
費
の
節
減
合
理
化
　

①
　
事
務
事
業
の
見
直
し
等
に
よ
る

歳
出
全
般
の
効
率
化
と
財
源
配
分

の
重
点
化
を
図
る
と
と
も
に
、
財

政
健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
な
ど

財
政
構
造
の
改
善
に
努
め
る
こ

と
。

特
に
、
プ
ラ
ン
公
表
上
の
留
意
点

と
し
て
、

ア
　
人
件
費
削
減

職
員
削
減（
議
員
含
む
）に
つ
い
て

は
、
退
職
不
補
充
に
よ
る
効
果
額
を

計
上
す
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
際
、

嘱
託
、
臨
時
、
派
遣
職
員
等
を
活
用

す
る
場
合
に
は
、
増
減
し
た
差
額
を

計
上
す
る
こ
と
。

給
与
等
の
削
減
分
に
つ
い
て
は
、

人
事
委
員
会
の
勧
告
分
は
含
め
ず
、

時
限
的
措
置
に
よ
る
給
与
カ
ッ
ト
分

を
計
上
す
る
こ
と
。

イ
　
民
間
委
託
に
よ
る
事
務
事
業
費
　

削
減

平
成
十
八
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
る

指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
分
に
つ

い
て
は
、
民
間
委
託
の
内
数
と
し
て

記
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
投
資
的
経
費
の
見
直
し

事
業
完
了
等
に
よ
る
当
然
減
は
含

め
な
い
こ
と
。

エ

そ
の
他

組
織
の
統
廃
合
、
施
設
等
維
持
費

の
見
直
し
、
内
部
管
理
経
費
の
見
直

し
、
そ
の
他
事
務
事
業
の
整
理
合
理

化
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
項
目
を

立
て
て
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
職
員
互
助
会
へ
の
補
助
金

の
見
直
し
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

人
件
費
削
減
の
項
目
の
そ
の
他
と
し

て
記
載
す
る
こ
と
。

②
　
住
民
等
に
対
し
、
財
政
状
況
が

総
合
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
情

報
を
分
か
り
や
す
い
方
法
で
提
供

す
る
こ
と
。
歳
入
歳
出
の
状
況
や

各
種
の
財
政
指
標
な
ど
の
一
般
的

デ
ー
タ
の
ほ
か
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
や
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
も
積
極

的
に
活
用
す
る
こ
と
。

③
　
地
方
税
の
徴
収
率
の
一
層
の
向

上
、
使
用
料
・
手
数
料
の
見
直
し
、

未
利
用
財
産
の
売
り
払
い
な
ど

に
取
り
組
み
、
自
主
財
源
の
確
保

に
努
め
る
こ
と
。

2

補
助
金
等
の
整
理
合
理
化

様
々
な
団
体
に
対
す
る
補
助
金
等

に
つ
い
て
は
、
必
要
性
、
費
用
対
効

果
、
経
費
負
担
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
検
証
し
、
終
期
設
定
や
廃
止
・
縮

減
な
ど
整
理
合
理
化
を
進
め
る
こ

と
。

3

公
共
工
事
　

積
極
的
に
コ
ス
ト
縮
減
に
取
り
組

む
こ
と
と
、
入
札
・
契
約
に
つ
い
て

情
報
公
開
を
は
じ
め
と
す
る
更
な
る

適
正
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

よ
っ
て
は
、
設
立
団
体
の
財
政
運
営

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ー
ス
も

あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
厳
し

い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
設
立
市
町
村
は
第
三
セ
ク
タ

ー
の
健
全
な
運
営
の
確
保
に
万
全
を

期
し
、
住
民
の
信
頼
に
応
え
て
い
く

こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

特
に
、
平
成
十
八
年
度
の
指
定
管

理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
施
設
の

管
理
運
営
が
主
目
的
の
第
三
セ
ク
タ

ー
に
つ
い
て
は
、
民
間
と
の
競
合
の

中
で
、
存
続
の
必
要
性
等
根
本
的
な

部
分
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
が
必

要
で
す
。

自
主
性
・
自
立
性
の 

高
い
財
政
運
営
の
確
保 

�
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4

公
的
施
設

管
理
運
営
費
に
つ
い
て
見
直
す
と

と
も
に
、
施
設
の
新
増
築
や
既
存
施

設
の
民
営
化
等
合
理
化
措
置
に
つ
い

て「
民
間
と
競
合
す
る
公
的
施
設
の

改
革
に
つ
い
て
」（
平
成
十
二
年
六
月

九
日
付
け
自
治
事
務
次
官
通
知
）を

踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

特
に
、
住
民
等
へ
の
情
報
提
供
に

関
し
て
は
、
最
近
、
地
方
の
行
財
政

状
況
を
早
期
に
わ
か
り
や
す
く
開
示

す
る
必
要
性
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
経
済
財
政
運
営

と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二

◯
◯
五
」（
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一

日
閣
議
決
定
）に
お
い
て
も
、
決
算
の

早
期
の
公
表
や
団
体
間
で
比
較
分
析

を
可
能
と
す
る
公
表
シ
ス
テ
ム
の
構

築
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
平
成

十
七
年
六
月
二
十
二
日
付
け
で
、「
団

体
間
で
比
較
可
能
な
財
政
情
報
の
開

示
」に
つ
い
て
総
務
省
か
ら
各
地
方

公
共
団
体
に
対
し
、
そ
の
基
本
的
な

取
組
方
針
が
通
知
さ
れ
協
力
要
請
が

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
中
で

は
、
市
町
村
に
関
係
す
る
部
分
は
二
項

目
示
さ
れ
て
お
り
、
以
下
、
こ
の
紙
面

を
借
り
、
簡
単
に
内
容
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
と
し
ま
す
。

ま
ず
一
つ
目
は
、「
財
政
比
較
分

析
表
の
作
成
と
公
表
」
に
つ
い
て
で

す
。通

知
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
指
標

と
し
て
、
①
財
政
力
を
示
す
基
礎
的

指
標
で
あ
る
財
政
力
指
数
、
②
財
政

構
造
の
弾
力
性
を
示
す
指
標
で
あ
る

経
常
収
支
比
率
、
③
公
債
費
負
担
の

度
合
い
を
示
す
起
債
制
限
比
率
、
④

将
来
返
済
す
べ
き
累
積
負
担
額
を
示

す
人
口
一
人
当
た
り
の
地
方
債
現
在

高
、
⑤
国
家
公
務
員
と
の
給
料
水
準

と
比
較
し
た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
、

⑥
定
員
管
理
の
状
況
を
示
す
人
口
千

人
当
た
り
の
職
員
数
、
の
六
指
標
が

基
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

類
似
団
体
と
の
比
較
を
図
示
す
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
ご
と
に
類
似

団
体
の
平
均
値
を
一
〇
〇
と
し
た
と

き
の
当
該
団
体
の
指
数
を「
レ
ー
ダ

ー
チ
ャ
ー
ト
」
形
式
で
表
現
す
る
こ

と
と
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
各
団
体
ご

と
に
、
各
指
標
に
関
す
る
要
因
分
析

と
改
善
に
向
け
て
の
今
後
の
対
応
及

び
プ
ラ
ン
等
に
基
づ
く
具
体
的
な
数

値
目
標
な
ど
に
つ
い
て
記
述
し
、
公

表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、
総

務
省
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月

上
旬
を
目
途
に
各
地
方
公
共
団
体
に

財
政
比
較
分
析
表
の
統
一
様
式
が
示

さ
れ
る
の
で
、
各
地
方
公
共
団
体
で

は
、
平
成
十
八
年
三
月
上
旬
を
目
途

に
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

やまなし 

集 
特 

す
。
さ
ら
に
県
の
市
町
村
担
当
課
は
、

県
内
の
各
市
町
村
分
を
取
り
ま
と
め

て
三
月
中
に
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
、
総
務
省
で
は
、
三
月
末
ま

で
に
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
全

団
体
の
財
政
比
較
分
析
表
を
閲
覧
で

き
る
よ
う
な
状
態
に
整
備
す
る
予
定

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
通
知
で

要
請
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
財
政
分
析
の

公
表
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
住

民
に
と
っ
て
の「
分
か
り
や
す
さ
」
を

さ
ら
に
高
め
、
財
政
状
況
に
関
す
る

住
民
の
理
解
を
促
進
し
、
住
民
参
加

型
行
政
の
土
台
を
一
層
確
か
な
も
の

と
し
て
い
く
た
め
、
こ
の
機
会
に「
財

政
の
中
期
見
通
し
」や「
財
政
健
全
化

計
画
」の
策
定
、
公
表
に
も
是
非
取

り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

二
つ
目
は
、「
決
算
の
早
期
開
示
」

に
つ
い
て
で
す
。

地
方
公
共
団
体
の
決
算
に
つ
い
て

は
、「
分
か
り
や
す
い
」
開
示
と
と
も

に
、「
早
期
」の
開
示
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

実
際
に
、
こ
こ
数
年
総
務
省
で
は
、

市
町
村
決
算
確
報
値
及
び
純
計
決
算

の
公
表
の
早
期
化
が
図
ら
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
十
六
年
度
決

算
に
つ
い
て
は
、
公
表
時
期
の
更
な

る
前
倒
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
、
速
報
値
を
平
成
十
七
年
九
月
に
、

確
報
値
及
び
純
計
決
算
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
七
年
十
一
月
末
に
公
表
す
る

予
定
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
総
務
省
で
は
、
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
決
算
の
公
表
時
期
に
つ

い
て
も
こ
れ
に
併
せ
、
地
方
自
治
法

第
二
三
三
条
第
六
項
の
規
定（
議
会

の
認
定
議
決
後
に
決
算
の
要
領
を
住

民
に
公
表
す
る
）に
と
ど
ま
ら
ず
、

決
算
の
作
成
が
終
了
し
た
段
階
で
、

こ
れ
か
ら
審
査
を
受
け
る
前
提
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
対
外
的
に
説
明
の

上
、
関
係
機
関
の
理
解
を
得
な
が
ら

早
期
公
表
に
努
力
す
べ
き
こ
と
を
要

請
し
て
い
ま
す
。

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
近
年
の

決
算
の
早
期
開
示
に
対
す
る
住
民
か

ら
の
要
請
を
受
け
と
め
、
更
な
る
努

力
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉

の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し

て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的

か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広

く
担
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
行
政
の

推
進
に
当
た
っ
て
、
行
財
政
改
革
は

常
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

普
遍
的
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

県
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
な
ど
へ
の
対
応
、
新

し
い
時
代
に
向
け
て
新
た
な
活
力
の

創
出
、
限
ら
れ
た
財
源
や
人
的
資
源

の
有
効
活
用
と
い
っ
た
観
点
あ
る
い

は
視
点
か
ら
行
財
政
改
革
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

平
成
七
年
十
一
月
に
策
定
し
た

「
行
政
改
革
大
綱
」は
、
地
方
分
権
時

代
へ
の
対
応
、
社
会
情
勢
の
変
化
や

県
民
の
価
値
観
の
多
様
化
に
伴
う
行

政
需
要
へ
の
対
応
等
を
背
景
に
、

・
簡
素
で
効
率
的
な
執
行
体
制
の

確
立

・
新
た
な
行
政
需
要
に
即
応
で
き

る
行
政
体
制
の
整
備

・
自
主
的
自
立
的
な
行
政
シ
ス
テ

ム
の
確
立

を
目
指
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
十
一
年
三
月
に
策
定

し
た「
新
行
政
改
革
大
綱
」は
、
前
例

踏
襲
、
慣
行
優
先
と
い
っ
た
旧
来
の

行
政
体
質
を
転
換
し
、
新
し
い
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
行
政
シ
ス
テ

ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

等
を
背
景
に
、

・
県
民
に
信
頼
さ
れ
る
公
正
で
透

明
な
県
政
の
確
立

・
簡
素
で
効
率
的
、
効
果
的
な
行

政
運
営
の
徹
底

・
県
民
ニ
ー
ズ
に
即
応
で
き
る
柔

軟
で
活
力
あ
る
執
行
シ
ス
テ
ム

の
構
築

を
目
指
し
、
着
実
な
取
り
組
み
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み 

�

 

県
新
行
政
シ
ス
テ
ム
課 
行
財
政
改
革
プ

行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム 

末
木
鋼
治 

K
o

u
ji S

u
e

ki

特集 

3

行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム 
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山
梨
県
行
財
政 

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム 

一
　
概
要

「
行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」は
、

本
県
の
目
指
す
県
土
像
「
誇
れ
る
郷

土
　
活
力
あ
る
山
梨
」
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
新
し
い
山
梨
づ
く
り
に

向
け
た
施
策
の
展
開
を
図
る
と
同
時

に
、「
地
方
主
権
」の
確
立
を
目
指
し
、

あ
ら
ゆ
る
行
政
分
野
に
お
い
て
改
革

を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
十
五
年
十
二
月
に
策
定
し

た
も
の
で
す
。

地
方
主
権
と
は
、
国
の
コ
ピ
ー
や

ミ
ニ
版
で
は
な
い
、
地
域
の
風
土
や

県
民
の
日
々
の
営
み
に
根
ざ
し
、
地

域
固
有
の
課
題
は
自
ら
主
体
的
に
解

決
す
る
自
立
し
た
行
財
政
シ
ス
テ
ム

を
創
る
こ
と
で
す
。

改
革
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
地
方

分
権
の
次
な
る
高
み
で
あ
る
地
方
主

権
の
確
立
で
あ
り
、
同
時
に「
や
る

気
」と「
や
り
甲
斐
」の
あ
る
活
力
溢

れ
る
県
庁
を
つ
く
り
、
県
民
の
皆
さ

ん
に
効
率
的
で
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

こ
の
改
革
に
県
庁
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
む
た
め
、
民
間
の
有
識
者
で

構
成
す
る「
行
財
政
改
革
委
員
会
」か

ら
の
提
言
を
盛
り
込
み
、
四
十
一
の

改
革
項
目
を
設
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
改
革
は
、
ス
ピ
ー
ド
と
成

果
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年

度
か
ら
十
七
年
度
の
三
か
年
を
集
中

改
革
期
間
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

二
　
改
革
の
た
め
の
四
つ
の
柱

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進
し
、
地

方
主
権
を
確
立
す
る
た
め
、
次
の
四

つ
の
改
革
の
柱
を
設
定
し
ま
し
た
。

Ⅰ
　
行
政
の
意
識
改
革

職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
県
民
の
奉

仕
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
コ
ス

ト
意
識
や
迅
速
な
対
応
な
ど
の
経
営

感
覚
を
磨
き
、
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し

て
の
県
庁
を
確
立
す
る
。

Ⅱ
　
県
民
の
底
力
を
引
き
出
す

行
政
の
推
進

積
極
的
な
情
報
公
開
を
図
る
と
と

も
に
、
幅
広
い
県
民
の
意
見
を
施
策

に
反
映
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を

進
め
、
県
民
と
の
協
働
関
係
を
築
き
、

県
民
が
参
画
す
る
行
政
を
確
立
す

る
。

Ⅲ
　
小
さ
な
県
庁
、
大
き
な
サ
ー
ビ

ス
ス
リ
ム
で
効
率
的
な
組
織
・
仕
組

み
づ
く
り
や
成
果
重
視
の
財
政
運

営
、
民
間
活
力
の
活
用
等
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
県
民
や
市
町
村
と
県

が
役
割
を
分
担
し
、
効
率
的
で
質
の

高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

Ⅳ
　
中
央
直
結
か
ら
、
市
町
村
直
結

の
県
政
の
確
立

中
央
依
存
体
質
を
払
拭
す
る
と
と

も
に
、
県
か
ら
市
町
村
へ
の
一
層
の

権
限
移
譲
な
ど
を
通
じ
、
行
政
課
題

は
住
民
に
最
も
近
い
市
町
村
が
第
一

義
的
に
処
理
す
る「
市
町
村
優
先
の

原
則
」に
よ
る
行
政
を
確
立
す
る
。

三
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
状
況

行
財
政
改
革
は
、
そ
の
取
り
組
み

を
大
綱
等
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も

重
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
改
革

を
い
か
に
推
進
す
る
か
が
重
要
で
あ

り
ま
す
。

県
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
げ
た

四
十
一
の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進

す
る
た
め
、
年
二
回
進
行
管
理
を
行

っ
て
い
ま
す
。

年
次
計
画
の
中
間
に
当
た
る
十
月

と
年
度
終
了
後
の
四
月
、
ヒ
ア
リ
ン

グ
等
を
実
施
す
る
中
で
推
進
状
況
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
策
定
時
に
提
言
を
い
た
だ
い
た
行

財
政
改
革
委
員
会
か
ら
助
言
を
い
た

だ
き
、
適
切
な
進
行
管
理
に
努
め
て

い
ま
す
。

推
進
状
況
は
、「
計
画
以
上
に
推
進
」

か
ら「
見
直
し
が
必
要
」の
五
段
階
で

把
握
し
て
い
ま
す
が
、
ち
な
み
に
、

平
成
十
六
年
度
の
推
進
状
況
は
、「
計

画
ど
お
り
推
進
」が
三
十
六
件
、「
計

画
の
一
部
に
遅
れ
」が
三
件
、
評
価

外
の「
そ
の
他（
改
革
の
推
進
状
況
が

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
内
部
で
の
検
討
段
階
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
）」が
二
件
と

な
っ
て
い
ま
す
。

�

新
地
方
行
革
指
針 

国
は
、
本
年
三
月
、「
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
推
進
の
た

め
の
新
た
な
指
針
」（
新
地
方
行
革
指

針
）を
策
定
し
、
各
地
方
公
共
団
体

が
、
指
針
を
参
考
と
し
て
、
よ
り
一

層
積
極
的
な
行
政
改
革
の
推
進
に
努

め
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

こ
の
指
針
は
、
平
成
十
六
年
十
二
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月
二
十
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
」を
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
社
会
経
済
情
勢
等

を
踏
ま
え
改
革
の
必
要
性
を
教
示
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

行
政
改
革
は
、
単
に
、
財
政
赤
字

の
解
消
と
か
、
ス
リ
ム
で
効
率
的
な

行
政
と
い
っ
た
、
財
政
管
理
あ
る
い

は
行
政
管
理
の
分
野
、
つ
ま
り
、
専

ら
行
政
内
部
の
問
題
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
我
が
国
の
社

会
全
般
に
わ
た
る「
体
質
」の
改
善
と

い
う
大
き
な
動
き
の
中
の
一
環
と
し

て
、
意
識
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も

の
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
す
。

国
の
指
針
を
受
け
る
ま
で
も
な

く
、
県
も
市
町
村
も
、
厳
し
い
財
政

状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に

適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
新
し
い
視

点
に
立
っ
て
不
断
に
行
政
改
革
に
取

り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
、
よ
り
一
層
積
極
的
に
行
政
改

革
を
推
進
し
、
住
民
本
位
の
質
の
高

い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
こ
と

が
肝
要
と
考
え
ま
す
。

�

第
二
次
山
梨
県
行
財
政 

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム 

行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
政
策
ア
セ

ス
メ
ン
ト
へ
の
外
部
評
価
の
導
入
、

新
た
な
定
員
適
正
化
計
画
の
策
定
、

県
債
発
行
の
計
画
的
削
減
、
公
共
事

業
の
選
別
と
重
点
化
、
県
単
独
補
助

金
の
見
直
し
な
ど
、
着
実
に
成
果
を

挙
げ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

①
　
現
行
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
集
中
改
　

革
期
間
が
本
年
度
で
終
了
す
る
こ

と
。

②
　
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
り
地
方

交
付
税
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
な

ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
後
に
、

地
方
行
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
が

大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
。

か
ら
、
県
で
は
、
行
財
政
改
革
を
一

層
推
進
す
る
た
め
、「
第
二
次
行
財
政

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
三

月
に
国
が
策
定
し
た
新
地
方
行
革
指

針
に
も
対
応
し
た
内
容
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
行
財
政
改
革
委
員
会
に
お

い
て
、
具
体
的
な
改
革
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
集
中
的
に
審
議
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
後
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
県
民
の
皆
さ

ん
か
ら
意
見
を
い
た
だ
く
中
で
、
本

年
中
に
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定

す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
は
、

現
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
を
使
い
、

そ
の
理
念
を
踏
襲
す
る
中
で
不
断
の

見
直
し
を
行
い
、
改
革
を
更
に
進
め

る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

新たなプログラム策定の考え方

(1) 現プログラムの「改革のための4つの柱」を活かす。
改革の柱Ⅰ　　　行政の意識改革
改革の柱Ⅱ　　　県民の底力を引き出す行政の推進
改革の柱Ⅲ　　　小さな県庁、大きなサ－ビス
改革の柱Ⅳ　　　中央直結から、市町村直結の県政の確立

(2) 平成17年度～21年度の5年間を集中改革期間とする。
(3) 改革項目への対応（整理の方向性）は、次のとおりとする。
①　平成22年を見据える中で、新たな取り組みが必要な事項は、国の指針等も踏

まえ、項目を新設する。
②　改革の更なる推進が必要な事項は、国の指針等も踏まえ、項目を充実する。
③　その他の改革項目は、原則として継続する。

※②③について、他の改革項目と密接に関連しており、統一的に推進することが適当なも
のについては、必要に応じて統合する。

(4) 可能な限り目標の数値化や分かりやすい指標を用いる。
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●第二次行財政改革プログラムイメージ図●

第二次行財政改革プログラム 

〈新たな取組が必要な項目〉 

【Ｈ１７～Ｈ２１】 

行財政改革プログラム 

新地方行革指針 

【Ｈ１５～Ｈ１７】 

→追加 

〈県独自の項目〉 →　継続 
・内容の修正                          
・必要に応じて 
　　項目の見直し等       

〈プログラムの修正〉         
・民間委託等の推進 
・第三セクターの抜本的な見直し 
・市町村への権限移譲 
・出先機関の見直し 
・人材育成の推進 
・経費の節減合理化等財政の健全化 
　　・総定員の純減　　など 

〈新たな視点〉 →　追加 
・公営企業の経営健全化 
・給与の適正化 
・定員・給与情報等の提供 
・福利厚生事業の点検・見直し 
　　　　　　　など       

〈議会関係〉 →　除外 
・議員定数や報酬 
・執行機関に対する 
　　監視機能の強化       

※（1）　H17～Ｈ21の集中改革プランとする。 
　（2）　可能な限り目標の数値化や分かりやすい指標を用いる。 

1「県政出張講座」の創設  県民との積極的な対話 

 意識改革の徹底 

 コスト意識の徹底 

 県民意見の反映 

 県民参画の促進  

 情報公開の推進 

 民間活力等の活用 

 スリム化した組織体制の構築 

 成果重視の財政運営 

 県民負担等の適正化  

 市町村とのパートナーシップの推進 

 国との対等な協力関係の確立 

2 職員からの政策提案の活性化  

3 意識改革のための研修 

4 民間との人事交流の充実 

5 サービス部門と企画・管理部門との計画的な人事異動の推進 

6 能力、実績、適性を重視した人事管理と給与制度の確立 

7 公共施設改革プログラムの推進  

8 県出資法人見直し計画の推進 

9 公共工事コストの縮減 

10県民満足度調査の実施 

11県民の意見提出制度の推進 

12インターネットモニターの活用  

13県民意見のデータベース化  

14ＮＰＯ等との協働の推進 

15

16政策アセスメントへの外部評価の導入  

17行政情報の一層の公開  

18政策立案過程に係る行政文書の公表  

19県民等と県との役割分担の明確化 

20行政サ－ビスの外部化の推進 

21ＰＦＩ事業の導入推進 

22総合的な行政を推進するための組織再編 

23意思決定の迅速化  

24電子県庁の実現 

25人事に係る組織内分権の推進  

26予算に係る組織内分権の推進 

27職員数の見直し 

28県に事務局を置いている各種団体の見直し 

29県債発行削減計画の策定 

30公共事業の選別と重点化 

31  

32税収等自主財源の確保など歳入の充実  

33公共施設の使用料の見直し 

34県単独補助金の見直し 

35市町村への新たな権限移譲の推進  

36市町村と県との共同研究の場の創設  

37市町村と県との共同研修の充実 

38市町村と県との人事交流の推進 

39国と県との人事交流の推進 

40分権改革に向けた国への積極的な提案 

41市町村と共同した国への政策提案の推進  

審議会等への女性や青年層の参画促進  

施策評価の導入による事務事業の見直し  

Ⅰ 行政の意識改革 

Ⅱ 県民の底力を引き出す行政の推進 

Ⅲ 小さな県庁、大きなサービス 

Ⅳ 中央直結から、市町村直結の県政の確立 

●行財政改革プログラム体系図●

　新　行　政　改　革　大　綱 

行　財　政　シ　ス　テ　ム　の　再　構　築 

行財政改革プログラム 

誇れる郷土　活力ある山梨の実現 

◆政策アセスメント制度の導入  
◆外部監査制度の導入  
◆情報公開条例の施行 

◆部局等の組織見直し  
◆市町村への権限移譲 

■人口減少の時代　　■生産や消費の縮減  
■デフレの進行 

平成１１年度～１３年度 

平成１５年度～１７年度 

美力・民力・創力を生かした県づくり 

県 民 の  
信頼回復 

視点１  
高い使命感と  
チャレンジ精神 

視点２  
スピードと  
成果の重視 

県視点３  
県の役割の 
認　　　識 

視点４  
スリム化と  
重点化 

行政の　  
意識改革 

県民の底力を  
引き出す行政  
の推進 

小さな県庁、  
　大きなサービス 

中央直結から、  
市町村直結の  
県政の確立 

県・市町村の 
機能強化 

不断の 
改革 

旧     来     型  
行財政システム  
か ら の 脱 却 

時代の潮流 

改革の４つの柱 

拡大から縮小の時代へ 

■均衡ある発展から地域の個性を生かした発展  
■グローバリズムの進展と地域の魅力づくり 

「地域」が尊重される時代へ 

■地方行財政制度の改革  
■市町村合併の推進 

中央集権から地方分権の時代へ 

■自立型市民の増加・台頭  
■ＮＰＯ等との連携・協働 

「官」の時代から「民」の時代へ 

■国から県、県から市町村への事務の流れ  
■住民参画の手法の模索 

新たな行政ニーズ 

■前例踏襲・横並びの体質　　  
■縦割りの発想 

旧来型の体質 

■県債の累増　　　　　　  
■税収の落ち込み 

厳しい財政状況 

山梨県行財政の現状 

●行財政改革プログラムが目指すもの●

〈地方主権の確立を目指して〉
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後
藤
正
巳 

M
a

sa
m

i G
o

to

大
月
市
政
策
推
進
課 

特集 

4

大
月
市
自
立
計
画

大
月
市
自
立
計
画
に
つ
い
て 
大
月
市
自
立
計
画
に
つ
い
て 

自
立
計
画
の
背
景 

�

①
人
口
減
少
社
会
へ
の
移
行

我
が
国
は
、
本
格
的
な
少
子
・
高

齢
化
社
会
へ
突
入
し
、
総
人
口
は
平

成
十
八
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の

後
、
減
少
に
転
じ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

今
後
、
一
部
の
大
都
市
や
住
民
を

引
き
つ
け
る
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り

に
成
功
し
た
自
治
体
を
除
け
ば
、
全

国
の
市
町
村
の
ほ
と
ん
ど
で
人
口
が

減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
市
も
こ

の
ま
ま
で
い
け
ば
、
平
成
十
九
年
に

は
市
制
施
行
以
来
保
っ
て
い
た
三
万

人
台
を
割
り
、
二
十
一
年
に
は
二
万

八
千
人
台
に
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

ま
す
。

②
厳
し
い
財
政
見
通
し

長
引
く
景
気
の
低
迷
か
ら
市
税
等

の
収
入
の
伸
び
は
期
待
で
き
ず
、「
三

位
一
体
の
改
革
」に
よ
る
補
助
金
の

廃
止
・
縮
減
、
交
付
税
の
見
直
し
が

進
む
中
、
地
方
の
財
政
は
楽
観
を
許

さ
な
い
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

本
市
財
政
の
歳
入
規
模
も
、
平
成

十
七
年
度
の
百
二
十
三
億
円
か
ら
、

二
十
六
年
度
に
は
百
二
億
円
程
度
ま

で
縮
小
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
歳

出
に
占
め
る
市
債
残
高
比
率
の
上
昇

や
扶
助
費
を
は
じ
め
と
す
る
義
務
的

経
費
の
増
大
も
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
市
域
の
八
〇
％
以
上
を
山
林

が
占
め
、
そ
の
中
に
集
落
が
点
在
す

る
地
域
事
情
や
公
共
施
設
の
老
朽
化

な
ど
、
一
定
水
準
の
投
資
的
経
費
の

確
保
も
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
特
例
法
期
限
内
で
の
合
併
を
断
念

こ
の
よ
う
な
中
で
、
多
く
の
自
治

体
が
、
生
き
残
り
策
の
一
つ
と
し
て

市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
本
市
も
近

隣
自
治
体
と
の
合
併
を
模
索
し
ま
し

た
が
、
協
議
会
設
置
に
は
至
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
合
併
特
例

法
の
期
限
内
で
の
合
併
は
見
送
り
ま

し
た
が
、
行
政
の
効
率
化
の
観
点
か



YAMANASHI JICHInoKAZE 2005/09#18021

やまなし 

集 
特 

「
自
立
」
実
現
の
た
め 

Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
考
え
方
を
導
入 
�

ら
も
、
近
隣
自
治
体
と
の
広
域
行
政

を
推
進
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と

の
考
え
に
立
ち
、
将
来
的
に
は
合
併

を
志
向
し
な
が
ら
も
、
当
面
は
単
独

で
の
市
政
運
営
を
決
断
し
、
平
成
十

六
年
三
月
、「
大
月
市
自
立
決
意
」
を

発
表
し
て
、「
自
主
独
立
の
精
神
を
も

っ
て
市
政
運
営
を
は
か
る
覚
悟
」
を

表
明
し
ま
し
た
。

④
行
政
経
営
手
法
の
確
立

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
合
併
を
実

現
し
た
市
や
町
は
、
新
市（
町
）建
設

計
画
等
を
策
定
し
、
将
来
像
を
示
し

な
が
ら
、
行
政
と
住
民
が
一
体
と
な

っ
て
新
市
の
建
設
に
取
り
か
か
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
合
併
し
な
か

っ
た
市
町
村
が
旧
来
型
の
行
政
運
営

を
続
け
て
い
け
る
は
ず
は
な
く
、
む

し
ろ
合
併
し
な
か
っ
た
市
町
村
こ

そ
、
今
後
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
真
剣

に
議
論
す
べ
き
時
で
あ
ろ
う
と
考
え

ま
す
。

た
だ
し
、
将
来
展
望
と
し
て
、
企

業
誘
致
に
よ
る
地
元
経
済
の
活
性
化

や
人
口
増
に
よ
る
税
収
増
等
は
、
全

国
の
自
治
体
で
実
現
す
る
の
は
非
常

に
厳
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

し
、
こ
れ
ら
の
実
現
の
た
め
に
は
、

よ
り
以
上
の
創
意
工
夫
と
時
間
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
の
長

期
的
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
等
を
通
し
、
市
民
の
意
向
を
反
映

し
た
総
合
計
画
等
の
中
に
盛
り
込
む

も
の
と
し
、「
自
立
計
画
」に
お
い
て

は
、
あ
る
程
度
の
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
少
な

い「
行
政
経
営
手
法
」
を
確
立
し
て
、

自
立
し
た
自
治
体
を
目
指
す
も
の
と

し
ま
し
た
。

地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
よ

り
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
が
進
む

と
と
も
に
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法

や
地
域
再
生
法
の
施
行
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
の
自
主
的
・
自
立
的
な

取
り
組
み
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
、

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
多
様
な
分
野

で
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
職
員

の
政
策
形
成
能
力
や
住
民
意
識
の
差

が
、
そ
の
ま
ま
自
治
体
間
格
差
に
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、「
自
己

決
定
、
自
己
責
任
」
の
原
則
に
立
ち
、

市
民
の
叡
智
と
創
意
を
結
集
し
た
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
に
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ソ
フ
ト
、
ハ
ー
ド
の
両
面

か
ら
、
限
ら
れ
た
資
源
を
有
効
に
活

用
し
、
よ
り
少
な
い
負
担
で
、
よ
り

多
く
の
成
果
を
出
す
、
民
間
経
営
の

考
え
方
を
公
共
部
門
に
あ
て
は
め
た

「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（
ニ
ュ
ー
・
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）」
の
考
え
方

を
導
入
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●（表一）大月版行政経営の考え方●

■ 地方分権が進むも、市町村は、 
　依然として国・県の下請機関か 
　ら抜け出せないでいる 
■ 自ら考えなくても最低限の行 
　政運営ができる環境にあった 
 

権限・財源が市町村に移譲され国・ 
県の関与が減少する 

限られたヒト・モノ・カネを有効に使い、 
より少ない負担でより多くの成果を出す 
【バリュー・フォー・マネー（ＶＦＭ）】 

大月版　ＮＰＭ 
（ニュー・パブリック・マネジメント） 

“運営”から“経営”へ 

歳入規模は縮小し、補助金や地方交 
付税も減少していくが、義務的経費 
は増大していく 

人口減少により、右肩上がりの 
成長は難しい 

政策的にも財政的にも 
「自立」が必要 

本市の人口も、平成19年には 
3万人を切る見通し 

地方分権 

①成果志向の徹底 ②改革志向の徹底 ③協働志向の徹底 

「経営」の考え方を行政運営に導入 

財政難 
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「
大
月
版
N
P
M
」 

三
つ
の
方
向
性 

�

表
一
に
示
し
た
と
お
り
大
月
版
N

P
M
を
実
践
す
る
た
め
、
三
つ
の
方

向
性
を
設
定
し
ま
し
た
。

①
成
果
志
向
の
徹
底

こ
れ
ま
で
の
行
政
は
、
施
策
や
事

業
を
執
行
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
化

す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
結
果
、
施

策
や
事
業
が
ど
の
よ
う
な
「
成
果
」

を
上
げ
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
評

価
が
行
わ
れ
ず
、
成
果
が
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
事
業
で
も
、
な
か
な
か
廃

止
や
縮
小
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
続

け
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
「
ど
う
し
た
か
」
と

い
う
手
続
き
や
経
過
だ
け
で
は
な

く
、「
ど
う
な
っ
た
か
」
と
い
う
成

果
を
重
視
す
る
考
え
方
に
切
り
替
え

る
た
め
、
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導

入
し
ま
し
た
。

「
行
政
評
価
」
を
し
っ
か
り
と
機

能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
施
策
や

事
業
の
政
策
目
的
に
立
ち
返
り
、
投

じ
た
予
算
に
対
し
て
目
標
と
す
る
成

果
が
上
が
っ
て
い
な
い
場
合
は
改
善

策
を
検
討
す
る
と
と
も
に
次
年
度
の

予
算
編
成
に
つ
な
げ
る
、
い
わ
ゆ
る

P
D
C
A
（P

l
a
n
,
D
o
,

Check,Action

）
サ
イ
ク
ル
の
確
立
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

②
改
革
志
向
の
徹
底

改
革
の
成
功
の
可
否
は
、
実
行
す

る
職
員
一
人
ひ
と
り
の
「
意
識
」
に

か
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
市
役
所
全

体
を
市
民
の
た
め
に
よ
い
と
思
う
こ

と
に
挑
戦
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

「
組
織
文
化
」
に
変
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
、
職
員
の
待
遇
に
つ
い

て
は
、
業
務
態
度
や
実
績
を
反
映
す

る
こ
と
が
難
し
く
、「
仕
事
を
し
て

も
し
な
く
て
も
同
じ
」
と
い
う
意
識

が
浸
透
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
人
事
評
価
制
度
の
導

入
を
目
指
し
、
来
年
度
に
は
リ
ー
ダ

ー
以
上
を
対
象
に
し
た
目
標
管
理
シ

ス
テ
ム
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
調
査
研

究
を
開
始
し
ま
し
た
。

ま
た
、
自
立
計
画
の
浸
透
を
図
る

た
め
、
計
画
冊
子
を
職
員
全
員
に

「
研
修
用
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
配
布

す
る
と
と
も
に
、
行
政
職
員
全
員
を

対
象
と
し
た
「
自
立
計
画
推
進
の
た

め
の
職
員
研
修
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

若
手
職
員
に
は
「
あ
る
が
ま
ま
シ

ー
ト
」
の
記
入
を
実
施
し
、
業
務
等

を
通
じ
て
現
在
感
じ
て
い
る
市
役
所

内
の
長
所
、
短
所
を
「
あ
る
が
ま
ま
」

に
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
を
体
系

的
に
整
理
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

庁
内
改
革
に
役
立
て
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。

ま
た
、
リ
ー
ダ
ー
補
佐
ク
ラ
ス
研

修
で
は
、
若
手
職
員
の
意
見
を
受
け

て
、
自
立
計
画
を
進
め
る
上
で
の
決

意
を
一
人
ひ
と
り
「
や
る
ぞ
シ
ー
ト
」

に
記
入
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の

「
や
る
ぞ
シ
ー
ト
」
は
、
最
終
的
に

は
全
職
員
に
書
い
て
も
ら
い
、
名
前

を
明
示
し
て
、
庁
内
に
配
布
す
る
予

定
で
、
課
ご
と
に
一
覧
表
に
し
て
掲

示
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

管
理
職
研
修
で
は
、
若
手
職
員
か

ら
の
改
善
方
策
や
中
堅
職
員
か
ら
の

意
気
込
み
、
提
案
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
、

自
立
計
画
推
進
に
資
す
る
具
体
的
方

策
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
討
議
し
て

も
ら
い
、
そ
の
成
果
を
発
表
し
、
妥

当
性
、
実
現
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い

て
講
評
し
合
い
ま
し
た
。

③
協
働
志
向
の
徹
底

厳
し
い
財
政
事
情
や
公
務
員
の
削

減
等
を
考
え
れ
ば
、
今
後
も
、
今
ま

で
と
同
様
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
継
続

し
て
い
く
の
は
非
常
に
難
し
く
な
っ

て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
市

民
が
で
き
る
こ
と
は
市
民
が
、
市
民

一
人
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
地
域

が
、
地
域
が
で
き
な
い
こ
と
を
自
治

体
が
担
う
と
い
う
「
補
完
性
の
原
則
」

に
立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
ま
た
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
中

に
は
、
施
設
の
維
持
管
理
を
含
め
、

民
間
企
業
に
ま
か
せ
る
方
が
効
率
的

で
質
も
高
い
場
合
や
地
域
活
動
の
拠

点
と
な
る
施
設
の
維
持
管
理
な
ど

は
、
市
民
に
担
っ
て
も
ら
う
方
が
効

果
的
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
福
祉
、
環
境
、
生
涯
学

習
な
ど
、
多
様
な
分
野
に
お
け
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
等
に
よ
る
市

民
の
自
主
的
な
活
動
の
促
進
や
活
躍

の
機
会
を
創
出
す
る
必
要
も
あ
り
ま

す
。こ

れ
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
市

民
と
行
政
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、

相
互
に
効
果
的
な
連
携
を
行
い
な
が

ら
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
行
く
た

め
、
地
域
が
自
ら
課
題
を
解
決
し
て

い
く
た
め
の
し
く
み
づ
く
り
や
、
市

内
の
各
種
団
体
、
グ
ル
ー
プ
等
の
人

材
育
成
、
資
金
調
達
な
ど
の
支
援
の

ほ
か
、
情
報
提
供
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
機
能
を
業
務
と
し
た
市
民
活
動
支

援
担
当
を
企
画
財
政
課
内
に
設
置
し

ま
し
た
。
将
来
的
に
は
市
民
に
よ
る

観
光
案
内
、
地
域
資
源
の
P
R
、
特
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やまなし 

集 
特 

基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の 

取
り
組
み 

�

産
品
の
開
発
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た

観
光
振
興
の
ほ
か
、
商
店
街
活
性
化

等
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ

ネ
ス
の
支
援
を
行
う
な
ど
、
市
民
の

自
主
的
な
活
動
機
会
を
創
出
し
、
市

民
の
活
力
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
そ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
月
版
N
P
M
を
具
体
的
に
実
践

す
る
た
め
、「
最
重
要
施
策
」と
し
て

（
1
）行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
確
立

（
2
）公
共
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
の
見
直

し

（
3
）市
民
参
画
支
援
の
充
実

を
、
ま
た
、「
重
要
施
策
」
と
し
て
、

（
1
）財
政
運
営
の
改
善
（
2
）業
務

の
生
産
性
向
上
（
3
）政
策
形
成
能

力
向
上

（
4
）職
員
の
意
識
改
革

（
5
）市
民
参
画
機
会
の
拡
充
（
6
）

情
報
提
供
の
充
実
（
7
）協
働
体
制

の
構
築
　
の
七
つ
か
ら
な
る
施
策
を

基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
設
定
し
ま

し
た
。（
表
二
「
大
月
版
N
P
M
モ
デ

ル
の
施
策
体
系
」）

こ
れ
ら
の
実
践
に
あ
た
っ
て
は
、

今
年
度
か
ら
、
各
課
の
重
要
推
進
事

項
、
課
題
解
決
事
項
に
つ
い
て
、
市

長
か
ら
全
課
長
に「
市
長
指
示
事
項
」

と
し
て
明
示
し
、
九
月
ま
で
の
半
期

に
つ
い
て
は
、
毎
月
そ
の
進
捗
状
況

を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

自
立
計
画
の「
基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
」と

「
市
長
指
示
事
項
」の
大
部
分
が
重
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
報
告
に

よ
り
進
捗
状
況
を
確
認
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

自立計画の施策体系 
～「大月版ＮＰＭ」の基本となるプログラム～ 

最重要施策  

重要施策 

（１）「行政評価」システムの確立 
⇒行財政運営すべてにおいて、 

「成果主義」を浸透させる 

 

（１）財政運営の改善 
①「事前」統制から「事後」統制 
②健全な財政運営のための目 
　標設定 
③受益者負担の適正化 
④市有財産の有効活用 
 

（３）政策形成能力向上 
①管理職の研修強化 
②職員研修の拡充 
③近隣都市との指標比較 
　（ベンチマーク） 
④成功事例（ベスト・プラクティス） 
　の研究 

（４）職員の意識改革 
①成果主義の人事評価 
②「経営」のための研修 
③人材育成計画の策定 
④人事交流 
⑤民間企業への職員派遣 
 

（５）市民参画機会の拡充 
①市民参画の拡充 
②「退職世代」の活動機会創出 
　支援 

（６）情報提供の充実 
①情報提供機会の拡充 
②広聴機会の拡充 

（７）協働体制の構築 
①地域との役割分担の見直し及び 
　地域のまちづくりへの参画支援 
②市民活動の機会創出 

（２）業務の生産性向上 
①職員の削減 
②徹底した経費節減 
③フラットな組織への改編 
④職員の適正配置 
⑤ITの活用 
 

（２）公共施設・サービスの見直し 
⇒公共サービスにかかる施設の維持・ 

管理・運営の民間委託を推進 

（３）市民参画支援の充実 
⇒市民活動の支援メニューを 

充実させ、活性化を図る 

●（表二）大月版ＮＰＭモデルの施策体系●

「
自
立
計
画
」
に
掲
げ
た
内
容
に

つ
い
て
は
、
特
に
目
新
し
い
も
の
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
治
体
と
し

て
当
然
実
施
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、

多
く
の
市
町
村
が
早
く
か
ら
こ
れ
ら

の
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
し
、

本
市
に
お
い
て
も
、
取
り
組
み
を
進

め
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
今
ま
で
の
取
り
組
み
は
、

お
わ
り
に 
�

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
国
や
県
な
ど
の

指
示
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
自
主

性
・
主
体
性
に
欠
け
た
た
め
、
口
で

は
改
革
と
い
い
な
が
ら
、
今
一
歩
踏

み
込
め
な
い
で
い
た
の
も
事
実
で

す
。自

治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
今

ま
で
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く

ら
い
変
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
私
た

ち
自
治
体
職
員
も
今
ま
で
の
考
え
方

で
は
も
う
限
界
に
き
て
い
る
こ
と
を

認
識
す
る
必
要
が
あ
り
、「
自
立
計

画
」
は
、
職
員
に
そ
の
こ
と
を
自
覚

し
て
も
ら
う
役
割
も
担
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
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「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
」（
以
下「
旧
合
併
特
例
法
」と
い
う
。）は
、

昭
和
四
十
年
に
十
年
間
の
限
時
法
と
し
て

制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
五
十
年
、
昭
和

六
十
年
及
び
平
成
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
十
年

間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
七
年
に
は
、

三
回
目
の
期
限
の
延
長
が
な
さ
れ
、
市
町

村
行
政
の
広
域
化
の
要
請
に
対
処
し
、
自

主
的
な
市
町
村
合
併
の
推
進
と
併
せ
て
合

併
市
町
村
の
建
設
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

に
住
民
発
議
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
請

求
制
度
の
創
設
、
市
町
村
建
設
計
画
の
内

容
の
充
実
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
一
年
に
は
地
方
分
権
一

括
法
に
よ
り
、
住
民
発
議
制
度
の
拡
充
、

地
域
審
議
会
及
び
合
併
特
例
債
の
創
設
な

ど
の
改
正
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
十
四

年
に
は
、
合
併
協
議
会
の
設
置
に
係
る
住

民
発
議
制
度
の
拡
充
と
住
民
投
票
制
度
の

導
入
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

旧
合
併
特
例
法
の
制
定
以
降
、
全
国
の

市
町
村
数
は
、
微
減
の
状
況
が
続
い
て
い
ま

し
た
が
、
旧
合
併
特
例
法
の
期
限
切
れ
を

前
に
市
町
村
合
併
は
急
激
に
進
展
し
、
平

成
十
一
年
法
改
正
前
の
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
時
点
の
三
千
二
百
三
十
二
か
ら

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
は
一

千
八
百
二
十
二
と
市
町
村
は
一
千
四
百
十

減
少
し
、
減
少
率
は
四
三
・
六
％
に
な
る

見
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
今
回
の
市
町
村
合
併
が
進

ん
だ
背
景
に
は
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
厳
し

い
財
政
状
況
下
で
地
方
分
権
の
推
進
、
少

子
高
齢
化
の
到
来
に
対
応
し
、
住
民
へ
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、

市
町
村
の
行
財
政
基
盤
を
強
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。

本
県
で
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
の

櫛
形
町
と
豊
村
の
合
併
以
降
、
市
町
村
合

併
は
行
わ
れ
ず
、
市
町
村
数
は
六
十
四
の

ま
ま
推
移
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
十
五
年

四
月
一
日
の
新
南
部
町
の
誕
生
を
皮
切
り

に
、
市
町
村
合
併
が
進
展
し
、
本
年
度
末
に

は
二
十
九
市
町
村
に
減
少
す
る
見
込
み
と

な
っ
て
お
り
、
減
少
数
で
は
三
十
五
、
減
少

率
は
五
四
・
七
％
と
な
り
、
全
国
平
均
を

上
回
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
市
町
村
当
た
り
の
人
口
で
比

較
し
た
場
合
、
全
国
平
均
六
万
五
千
百
四

十
一
人
に
対
し
本
県
の
平
均
は
、
三
万
六

百
二
十
七
人
と
依
然
と
し
て
市
町
村
の
規

模
は
小
さ
く
、
県
内
に
は
未
合
併
の
人
口

一
万
未
満
の
小
規
模
な
町
村
が
十
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

今
後
、
小
規
模
市
町
村
は
、
住
民
の
要
請

に
応
え
十
分
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
く
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
く
る
と
考
え

ら
れ
、
引
き
続
き
自
主
的
な
市
町
村
合
併

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
で
期
限
切

れ
を
迎
え
た
旧
合
併
特
例
法
に
代
わ
り
、

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
」（
以
下「
合
併
新
法
」と
い
う
。）が
平
成

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
引
き

続
き
五
年
間
自
主
的
な
市
町
村
合
併
を
推

進
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

主
な
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
市
町
村
の

合
併
に
関
す
る
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の

措
置
と
し
て
地
方
税
の
不
均
一
課
税
、
議

Ⅰ
市
町
村
合
併
の
推
進
状
況
に

つ
い
て

Ⅱ
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
に
つ
い
て



合
併
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員
の
在
任
特
例
等
の
特
例
措

置
は
存
置
す
る
一
方
で
、
市

町
村
の
合
併
に
関
す
る
財
政

優
遇
措
置
の
典
型
的
事
例
と

さ
れ
る
合
併
特
例
債
を
廃
止

し
、
地
方
交
付
税
の
合
併
算
定

替
に
つ
い
て
現
行
の
特
例
期
間

十
年
を
段
階
的
に
五
年
間
に

短
縮
す
る
な
ど
旧
合
併
特
例

法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
財

政
優
遇
措
置
は
講
じ
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
市
町
村
の
合
併
に
際
し
、
合
併
関

係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、
一
又
は
二
以

上
の
旧
市
町
村
単
位
に
一
定
期
間（
五
年
以

下
）法
人
格
を
有
す
る「
合
併
特
例
区
」を

設
置
で
き
る
制
度
や
、
法
人
格
を
有
し
な
い

が
区
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る「
地
域
自
治

区
」の
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
新
た
に
市
町
村
合
併
推
進
の
た

め
の
方
策
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内

容
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る「
自
主
的
な
市

町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的

な
指
針
」に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が「
市
町

村
合
併
の
推
進
に
関
す
る
構
想
」（
以
下

「
構
想
」と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ
の
構
想
に

基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
合
併

調
整
委
員
を
任
命
し
、
合
併
協
議
会
に
係

る
あ
っ
せ
ん
、
調
停
を
行
わ
せ
る
こ
と
や
、

合
併
協
議
会
の
設
置
勧
告
、
合
併
協
議
推

進
勧
告
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村

合
併
を
推
進
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
合
併
新
法
下
で
は
、
自

主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
に
当

た
っ
て
、
都
道
府
県
の
果
た
す
役
割
は
従
来

に
も
増
し
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

（
資
料
１
、２
参
照
）。

＊
　
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す

る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十
七
年

五
月
三
十
一
日
総
務
省
告
示
第
六
四
八

号
）
の
要
点

１
　
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の

推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

（
１
）市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
必
要
性

地
方
分
権
の
一
層
の
推
進
、
人
口
減
少

社
会
及
び
広
域
行
政
へ
の
対
応
に
よ
り
効

果
的
で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
等
の
要
請

に
応
え
て
い
く
た
め
、
引
き
続
き
自
主
的

な
市
町
村
合
併
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）合
併
新
法
に
お
け
る
市
町
村
の
合
併

の
基
本
的
考
え
方

①
市
町
村
合
併
の
推
進
に
関
す
る
構
想

の
作
成
や
合
併
協
議
会
設
置
勧
告
等

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
な

ど
、
都
道
府
県
は
従
来
に
も
増
し
て

重
要
な
役
割
を
担
う
。

②
合
併
特
例
区
等
の
制
度
の
創
設

③
合
併
算
定
替
、
議
員
の
在
任
特
例
等

の
措
置
は
基
本
的
に
存
置
（
合
併
特

例
債
廃
止
、
合
併
算
定
替
の
適
用
期

間
の
短
縮
）

（
３
）政
府
に
お
け
る
市
町
村
の
合
併
を
推

進
す
る
た
め
の
施
策

広
報
・
啓
発
、
情
報
提
供
、
相
談
体
制
の

確
保
充
実
等
、
市
町
村
合
併
支
援
本
部
に

お
け
る
連
携
措
置
、
市
町
村
の
合
併
に
係

る
必
要
な
支
援
措
置

２
　
構
想
を
定
め
る
に
当
た
り
よ
る
べ
き

基
準

（
１
）審
議
会
の
設
置

速
や
か
に
審
議
会
を
設
置
し
、
構
想
の

作
成
に
つ
い
て
十
分
に
審
議
し
、
検
討
を
行

う
こ
と

（
２
）構
想
の
内
容

①
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項

②
市
町
村
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

③
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

（
ア
）
生
活
圏
域
を
踏
ま
え
た
行
政
区
域

の
形
成
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い

市
町
村

（
イ
）
更
に
充
実
し
た
行
政
権
能
等
を
有

す
る
指
定
都
市
、
中
核
都
市
、
特

例
市
等
を
目
指
す
市
町
村

（
ウ
）
概
ね
人
口
一
万
未
満
を
目
安
と
す

る
小
規
模
な
市
町
村

（
地
理
的
条
件
や
人
口
密
度
、
経
済

事
情
の
ほ
か
、
旧
合
併
特
例
法
下

市
町
村
の
合
併
を
行
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
も
考
慮
）

④
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置

本
県
で
は
、
合
併
新
法
に
基
づ
き
、
構
想

に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、「
山
梨
県

Ⅲ
本
県
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
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市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
」
を
設
置
し
、

平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
の
第
一
回
審

議
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
県
の
市
町
村
合

併
の
推
進
状
況
や
小
規
模
町
村
の
現
状
と

課
題
な
ど
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日
の

第
二
回
審
議
会
で
は
、
人
口
一
万
未
満
の

小
規
模
町
村
の
地
理
的
状
況
の
確
認
や
首

長
か
ら
の
意
見
聴
取
を
内
容
と
す
る
現
地

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

今
後
も
、
こ
の
審
議
会
に
お
い
て
十
分
に

審
議
・
検
討
を
行
い
、
本
年
中
に
予
定
さ
れ

て
い
る
答
申
を
受
け
て
、
で
き
る
限
り
早
期

に
構
想
を
作
成
し
て
い
く
方
針
と
な
っ
て
い

ま
す
。

旧合併特例法と合併新法との比較 

市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法） 

○合併に関する障害除去の特例措置 
　・地方税の不均一課税、議員の在任特例等 
 
　・合併算定替の特例期間10年（＋激変緩和5年） 
 

○合併特例債による財政支援措置 

新　法 

平成17年3月31日 

経過措置期間 

合併協議会設置の勧告 
（地方自治法252の2④） 

申請に基づき 
市町村合併調整委員を 
任命し、あっせん・調停 

合併協議推進勧告 

・新法では廃止 

平成18年3月31日 平成22年3月31日 

平成22年3月31日 
までに合併 

（資料 1 ） 

（資料 2 ） 

○総務大臣の定める基本指針に基づき、都道府県が 
　市町村の合併の推進に関する構想を策定。 
○知事が、市町村合併調整委員を任命し、合併協議
　会に係るあっせん、調停を行わせることができる。 
○知事が合併協議会設置又は合併協議推進勧告に
　より、市町村の合併を推進する。　 

以
降
に
合
併
申
請 

平
成
17
年
4
月
1
日 

平成18年3月1日 
までに合併 

・合併特例区の設置 

・存置（3万市特例は議員修正により追加・存置） 

（合併に際して、合併関係市町村の協議により、合併特例 
区等を一定期間設置できる。（※旧法おいても可能） 

都道府県が基本指針に基づき、市町村合併の推進に 
関する構想を策定 

・段階的に5年（＋激変緩和5年）に短縮 
（平成17年・18年度に合併した場合の特例期間は9年、 
平成19・20年度は7年、平成21年度は5年） 

都道府県知事は、勧告に基づいて請じた措置 
について報告を求めることができる 

合併協議会設置協議について 
議会に付議 

市町村長が選管に住民投票請求 

住民が有権者の6分の1以上の署名を集めて 
住民投票請求 

合併協議会の措置 

出典　市町村合併に関する合併三法のあらまし（総務省） 

出典　市町村合併に関する合併三法のあらまし（総務省） 

合
併 

ま
で
に
合
併
申
請 

平
成
17
年
3
月
31
日 

旧　法 

都道府県の構想 

総務大臣の定める基本指針 

合併協議会が設置されていない場合 合併協議会が設置されている場合 

議会が否決した場合 

市町村長が住民投票請求しない場合 

有効投票の過半数の賛成の場合 



「
思
い
切
っ
た
少
子
化
対
策
を
」 

渡邊 　洋 
Hiroshi Watanabe

（株）サン宝石　代表取締役社長 
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私
の
会
社
は
、
小
学
生
、
中
学
生
の
子

供
達
に
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
通
信
販
売
で
売

る
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
て
い
る
。
父
親
の
代
か

ら
な
の
で
、
も
う
仕
事
を
始
め
て
三
十
五

年
に
な
る
。
貴
金
属
な
ど
の
高
額
品
を

扱
う
会
社
か
ら
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、

景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
顧
客
で
い
い
と
こ

ろ
に
目
を
つ
け
ま
し
た
ね
と
よ
く
言
わ

れ
た
。
た
だ
商
売
の
原
点
は
、
顧
客
の
欲

し
い
物
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
顧

客
が
特
異
だ
か
ら
当
社
が
楽
な
仕
事
を

し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。

逆
に
最
近
は
当
社
の
顧
客
の
特
異
性

が
、
商
売
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
子
供

の
数
が
激
減
し
て
い
る
か
ら
だ
。
特
に
田

舎
の
子
供
が
減
っ
て
い
る
。
私
は
自
分
の

商
売
に
関
わ
る
か
ら「
子
供
の
数
を
増
や

す
べ
き
だ
」な
ん
て
言
う
つ
も
り
は
な
い
。

子
供
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
ら
別
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
考
え
れ
ば
い
い
、
別
の
発
想
で

考
え
れ
ば
い
い
。
子
供
の
減
少
は
、
国
家
、

地
域
の
衰
退
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
機
感
か
ら
少
子
化
を
危
惧
す

る
も
の
で
あ
る
。

県
は
今
年
四
月
か
ら「
や
ま
な
し
子
育

て
支
援
プ
ラ
ン
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

全
百
二
十
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
膨
大
な
企

画
書
だ
。
第
一
章
総
論
で
は
、
少
子
化
の

動
向
に
対
し
て
の
分
析
と
指
針
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
章
各
論
で
（1）
多

様
な
保
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
（2）
子
育
て
に

か
か
る
負
担
感
の
軽
減
等
八
項
目
に
わ

た
っ
て
対
策
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
見
て
感
じ
る
の
は
、
実
に
多
様
な
対
策

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
本
当
に
平
成
二
十

一
年
ま
で
に
実
行
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
と
、
こ
ん
な
こ
と
で
少
子
化
は
防
げ

る
の
か
と
い
う
疑
問
だ
。
重
箱
の
隅
を
つ

つ
く
よ
う
だ
が
、「
親
子
を
対
象
に
畜
産

物
の
生
産
現
場
で
の
体
験
や
意
見
交
換
」

と
か「
高
齢
者
や
障
害
者
等
を
は
じ
め
誰

も
が
安
全
で
快
適
に
鉄
道
駅
を
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
駅
の
施
設
整

備
へ
の
助
成
」と
い
っ
た
対
策
ま
で
あ
り
、

こ
れ
ら
が
ど
う
少
子
化
対
策
に
結
び
つ

く
の
か
良
く
分
か
ら
な
い
。
最
も
肝
心
な

経
済
的
負
担
の
軽
減
で
は
、
小
学
校
第
三

学
年
終
了
前
ま
で
の
児
童
の
養
育
者
に

第
一
子
お
よ
び
第
二
子
五
千
円
／
月
、
第

三
子
以
降
一
万
円
／
月
の
児
童
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
の
一
項
目
し
か
な
い
。

理
想
数
の
子
供
を
産
め
な
い
理
由
と

し
て
、「
子
供
を
育
て
る
の
に
お
金
が
か

か
る
」と
い
う
の
が
圧
倒
的
に
多
い
理
由

だ
。「
教
育
を
め
ぐ
る
状
況
に
不
安
が
あ

る
」と
か「
遊
び
場
な
ど
子
供
が
伸
び
伸

び
と
育
つ
生
活
環
境
が
な
い
」と
い
っ
た

理
由
は
下
位
の
理
由
だ
。
県
の
プ
ラ
ン
は

こ
う
い
っ
た
下
位
の
理
由
に
対
す
る
対
策

に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
す
な

わ
ち
経
費
も
掛
け
な
い
代
わ
り
に
、
ま
っ

た
く
効
果
も
上
が
ら
な
い
政
策
が
百
四

十
三
事
業
列
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
少
子
化
対
策

と
し
た
ら
、
ま
ず
金
を
出
す
こ
と
、
経
済

的
理
由
か
ら
子
育
て
を
あ
き
ら
め
て
い

る
人
達
に
経
済
的
支
援
を
し
て
出
産
を

促
す
し
か
な
い
と
思
う
。

七
月
に
山
梨
日
日
新
聞
紙
上
の
一
面

特
集
で
、「
人
口
減
社
会
　
止
ま
ら
な
い

少
子
化
」と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
の
で

読
ま
れ
た
方
も
多
い
と
思
う
。
そ
れ
を
読

ん
で
感
じ
る
県
の
姿
勢
は
、
予
算
が
な
い

か
ら
実
効
性
あ
る
政
策
が
行
え
な
い
と
い

う
こ
と
の
よ
う
だ
。
紙
面
に
も
あ
る
よ

う
に
、
道
路
や
ダ
ム
の
予
算
を
削
っ
て
も

い
ま
思
い
切
っ
た
カ
ネ
を
少
子
化
対
策
に

掛
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
要
は
優
先
順
位

の
問
題
で
、
将
来
の
山
梨
県
を
ど
う
い
う

県
に
し
た
い
の
か
と
い
っ
た
ビ
ジ
ョ
ン
の

問
題
で
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ビ
ル

が
建
ち
、
田
舎
道
が
ど
こ
ま
で
も
舗
装
さ

れ
て
い
る
、
し
か
し
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
よ
う
な
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
の
か
、

ビ
ル
な
ん
か
な
く
て
道
路
も
が
た
が
た
、

そ
れ
で
も
い
っ
ぱ
い
子
供
が
い
る
、
そ
ん

な
社
会
を
求
め
る
の
か
の
価
値
観
の
問

題
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

山
梨
の
偉
大
な
戦
国
武
将
、
武
田
信
玄

は「
人
は
石
垣
、
人
は
城
」と
い
っ
た
。
人

が
何
よ
り
も
大
切
で
、
人
こ
そ
ビ
ル
や
道

路
に
代
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

山
梨
は
武
田
信
玄
の
末
裔
の
国
と
し
て
、

人
を
大
切
に
し
て
、
子
供
た
ち
で
あ
ふ
れ

た
国
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し

て
そ
こ
に
こ
そ
予
算
を
使
う
べ
き
だ
と
思

う
。
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南アルプス市からの研修生として市町村課企画振興担当でお世話
になっています武井万典（かずのり）です。
市町村課での日々も、早いもので５ヵ月が経ち、毎日の電車通勤と

新しい職場環境にもようやく慣れ始めたところです。
４月当初は、立場の違いと今まで経験したことのない企画分野で

の業務担当に戸惑いや不安もありましたが、地域施策等への交付金
や助成金事務の他、地域づくりに係る業務を通し、国や県、市町村の
多様な取り組みや特色ある考え方に触れることができ、地域づくり
の楽しさを実感するとともに、多くの発見に充実感のある日々を過
ごすことができています。
研修期間も残すところ７ヵ月。県の視点と市町村の視点の両方を

経験できること、また、日ごろから公私共にお世話になっている県
職員の皆様に感謝し、この貴重な時間がこれからの人生において有
意義なものとなるよう、一つでも多くのことを吸収していきたいと
思います。

市町村課
小澤　裕一
（甲斐市）

県と市町村、また市町村間において職員交流
が盛んに行われています。今回は市町村から
県市町村課に研修のため派遣されている職員
の皆さんに登場していただき、近況を紹介し
てもらいました。

富士河口湖町からの研修生として、４月から、市町村課税政担当
でお世話になっております。
今までは、勤務先まで歩いて５分という通勤時間が、現在は、車

で１時間以上という比べものにならない程の差があり、おかげさま
で早起きになりました。
富士河口湖町では、税務に関する部署での経験はありましたが、

税政担当の業務は市町村税の事務のみでなく、様々な仕事があり、
その対応に非常に苦労をしている毎日ですが、上司・先輩方の御指
導・御助言をいただきながらがんばっています。
町の視点から県全体へ目を向けるという今まで経験したことのな

いことであり、また、指導を受ける立場から指導・助言を行う立場
へと全く逆の仕事内容になっているわけですが、あと半年という短
い期間、この貴重な経験を基にたくさんのことを学び今後の仕事や
人生に活かせればと思っております。

市町村課
小佐野 健二
（富士河口湖町）

本年４月から「日本一のはんこの町　六郷町」より研修生として市
町村課合併・広域行政推進担当でお世話になっています。早いもの
で研修期間が５ヵ月を過ぎ、十数年ぶりの新入職員の緊張感をもって
市町村課事務室に入室したはずでしたが、今では人一倍大きい笑い
声が聞こえるそうです。
さて、合併・広域行政推進担当として、市町村合併に関する県民の

方からの問い合わせや、総務省などの関係機関からの照会などに法
令や書類を開き日々格闘していますが、業務量の多さと質の高さに
圧倒され行き詰まる度に、市町村課の皆様には適切な指導と助言を
いただき、私自身充実した毎日を過ごしています。
多忙な毎日ではありますが、町ではできない貴重な経験と県職員

の方々や各市町からの研修生との交流、そして市町村課の皆様の仕
事への取り組み方をご指導いただけたことは、私の貴重な財産とな
るものと思います。
残り７ヵ月を、有意義な研修とするためにも一つでも多くのことを

吸収し、今年１０月１日に新設合併する市川三郷町での業務に活かせ
るようがんばります。

市町村課
木村　竹実
（六郷町）

「緑と活力あふれる生活快適都市」甲斐市から、市町村課行政選
挙担当の研修生としてお世話になっている小澤裕一と申します。
昨年１０月からの市町村課での研修期間を振り返りますと、毎日

が充実していたため、あっという間に時間が過ぎてしまったよう
に思います。行政選挙担当の業務は、実に幅広く、奥が深い仕事で、
地方公務員の基本であります地方自治法を始め、地方公務員法並
びに公職選挙法、加えて地方公務員等共済組合法まであらゆる法
律に基づいて様々な仕事を行っています。実際には、恥ずかしい
ことですが、市町村課に来て、初めて聞いた若しくは目にした法
律もいくつかあり、今でも市町村の方から質問を受けますと戸惑
い、四苦八苦して過ごしています。
しかし、この研修を通じて、今までとは違った視点で地方公務

員としての仕事を見詰めることが出来たことや、市町村課の方々
の仕事に対する姿勢を肌で感じられたことは、これから仕事して
いく上での大きな財産になるものと考えています。
最後になりますが、良き先輩及び良き同僚に恵まれた現在の境

遇に感謝するとともに、残り僅かな期間を精一杯がんばりたいと
思います。

市町村課
武井　万典
（南アルプス市）



YAMANASHI JICHInoKAZE 2005/09#18029

昨年１０月から、当時武川村（現在は合併して北杜市）からの研修生として
市町村課税政担当でお世話になっています跡部秀之です。
研修生として着任した当時は、「玄関開けたら徒歩３分で役場」の生活から

「人生初の電車通勤」により３kg程度体重が減ったのを覚えています。（今で
は、リバウンドでベルトの穴が一つ広がりました。）
現在、私は、固定資産税関係を担当していますが、これまで税の実務経験

がなかったため、市町村からの複雑困難な固定資産税制への問い合わせと
国からの各種税制調査の仕事に苦戦している毎日です。市町村課の皆様に
は大変ご迷惑をおかけしていますが、貴重なご指導と助言をいただきなが
ら充実した研修生生活を送れていることにこの場を借りて感謝いたします。
今後は、自ら望んでも得ることができない現在の環境に感謝するととも

に、残りの研修期間を意義のあるものにしていきたいと思います。
当初、研修期間については１年間と伺っていましたが、諸事情により半年

延長になると聞き及んでおります。公務員としてさらに貴重な経験と財産が
得られると感じると同時に、北杜市合併直前に市町村課へ出向した私は、
さらに浦島太郎の状態が続くことが少々不安です。

市町村課
跡部　秀之
（北杜市）

昨年の１０月から、市町村課財政担当にお世話になっている赤池で
す。合併直後の新・身延町から派遣されました。
前任から引き継ぎの説明を受けた際、その内容の難しさに、「大変

なところへ行くことになってしまった・・。本当に１年間やれるの
か・・・？」と冷や汗が流れました。実際に業務が始まると、その不安
は的中。これまで財政経験がないこともあり、まず、日常的に飛び交
う用語（略語）からして全く分かりません。市町村からの質問も、そ
の意味を理解するまでが一仕事。業務量の多さ、スピードの速さ、密
度の濃さに戸惑いながらの毎日でした。
１１ヵ月が過ぎた現在も、相変わらず時間に追われる日々ではあり

ますが、それでも全身で心地よい充実感を味わいながら業務にあた
っています。これまで、総務省への出張や市町村へのヒアリング、ま
た、市町村の財政担当の皆さんを前にしての説明会など、町ではで
きない貴重な経験をさせていただきました。課の上司や先輩方、他
の研修生の皆さんにも恵まれ、業務内容について指導していただい
ただけでなく、皆さんのプロとして仕事に取り組む姿勢に触れるこ
とができたのも、非常に大きな収穫です。
思いがけず、研修期間が半年延長され、今年度の終わりまでお世

話になることになりました。残された時間をめいっぱい活かし、少
しでも多くのことを学んで町に帰りたいと思います。

市町村課
赤池　大介
（身延町）

本年４月から、笛吹市からの研修生として市町村課行政選挙担当でお世
話になっています。旧石和町から職務の大半が土木行政に携わっていた自
分にとって、作業着（ほぼ一年中クールビズ）からスーツへの変身だけではな
く、頭の中身の切替えも必要でした。市町村課での業務が全く未知の世界
だったため、不安一杯で４月１日に登庁した気持ちは今でも覚えています。
それから５ヵ月、こんなに早い月日の経過は、自分が30代半ばという理

由だけでは説明できない、非常に濃密で、充実したものでした。そんな私
の業務は（新聞紙上を賑わす度にちょっとした緊張感を覚えますが）、法改
正を踏まえた抜本的な見直しを検討している「住民基本台帳」、住民票の広
域交付や住基カード関係等の「住基ネット」の両事務が中心で、住民基本台
帳法やこの担当のバイブルとも言える本を片手に、日々奮闘しています。
また、県庁に籍を置くと、市町村行政を今までとは違う視点で見ること
ができますので、一つの業務を双方の立場で考えられる、ひと味違う公務
員になれる気がします。そして何より、県職員の方々や、他研修生との出会
いは、何にも代え難い財産になります。
忙しい毎日ではありますが、職場の諸先輩方、研修生、市職員からの叱

咤激励を受け、１年という限られた期間での貴重な経験を糧に、今後を歩
んで行きたいと思います。

市町村課
手塚　克巳
（笛吹市）

本年４月から、市町村課財政担当の研修生としてお世話になっていま
す岩下浩司です。
私は、今年の３月合併したフルーツの郷「新山梨市」より大志（？）を

抱きやって参りました。
当初は、山梨市での仕事リズムとは多少異なり、冷や汗をかく毎日

が続きました。そんな中、４月中旬から６月までの３か月間で、市町村へ
の説明会（公営企業決算統計・地方債・公共施設状況調査）が立て続け
に行われ、「壇上に立ち、説明する」、今までに無い緊張感が体中を走っ
たのを覚えています。「もう少し上手に説明が出来ていれば」と、思い返
すこともありますが、今は、大変貴重な経験をさせて頂いたことに感謝
をしています。
業務の方は、主に公営企業会計を担当しています。（上下水道・病院・

観光・電気事業等です。）山梨市にいる頃３年間ほど財政の担当をした
ものの、一般会計の経理・決算とは異なり、とてもマニアックで奥の深
い世界です。より民間経理に近く、ある程度営利を考慮する点、資産の
管理と、複式簿記の解らない私は、決算書や予算書を解読するのに、
日々悪戦苦闘しております。また、直接的な言動での指導は余りありま
せんが、市町村課職員の仕事に対する妥協無き徹底ぶり、ポテンシャ
ルの高さは、そこに居るだけでも十分勉強になります。それは、仕事以
外の面からも確かに伝わります。
来年３月までの残り半年間、ありったけのものを吸収し山梨市へ帰る

つもりです。市町村課で培われつつあるものを、今後の行政活動に反
映できるように頑張っていきます。

市町村課
岩下　浩司
（山梨市）



住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
は
、
こ
れ
ま
で
特
段
の
支
障
も
な
く
円

滑
に
運
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、
利
用
事
務

も
年
々
拡
大
さ
れ
、
全
国
に
定
着
し
た
シ

ス
テ
ム
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
本
年
の
五
月
三
十
日
に

は
金
沢
地
裁
で
、
翌
三
十
一
日
に
は
名
古

屋
地
裁
で
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
と
い

う
。）の
運
用
の
差
し
止
め
等
を
求
め
る
訴

訟
に
つ
い
て
、
判
断
の
全
く
異
な
る
判
決

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
両
訴
訟
の
請
求
の
趣

旨
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
す
。

本
稿
で
は
、
両
判
決
を
概
観
す
る
と
と

も
に
、
総
務
省
の
見
解
等
を
整
理
し
ま

す
。

石
川
県
と
愛
知
県
の
複
数
の
住
民
が
、

そ
れ
ぞ
れ
金
沢
地
裁
及
び
名
古
屋
地
裁
に

提
訴
し
て
い
た
住
基
ネ
ッ
ト
差
止
等
請
求

事
件
は
、
い
ず
れ
も
国
と
県
、
住
基
ネ
ッ

ト
を
管
理
す
る（
財
）地
方
自
治
情
報
セ
ン

タ
ー
を
相
手
と
し
た
訴
訟
で
あ
り
、
住
基

ネ
ッ
ト
か
ら
の
離
脱
（
原
告
の
本
人
確
認

情
報
の
削
除
）と
一
人
当
た
り
二
十
二
万

円
の
損
害
賠
償
を
そ
の
主
な
る
請
求
内
容

と
し
て
い
ま
す
。

両
地
裁
の
判
決
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

【
金
沢
地
裁
の
判
決
】

（
主
　
文
）

○
県
は
、
原
告
ら
に
関
す
る
本
人
確
認
情

報
に
つ
い
て
、

①

住
基
法
別
表
に
掲
げ
る
国
の
機
関
及

び
法
人
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

②

地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
に
事
務
を

委
任
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
人

通
知
し
て
は
な
ら
な
い
。

③

住
基
ネ
ッ
ト
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
か
ら
削

除
せ
よ
。

○
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、

①

県
か
ら
受
任
し
た
原
告
ら
に
関
す
る

本
人
確
認
情
報
処
理
事
務
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

②

原
告
ら
に
関
す
る
本
人
確
認
情
報
を

磁
気
デ
ィ
ス
ク
か
ら
削
除
せ
よ
。

○
国
に
対
す
る
請
求
並
び
に
県
、
地
方
自

治
情
報
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
そ
の
余
の
請

求
を
棄
却
す
る
。

（
裁
判
所
の
判
断
）

○
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、
い
わ
ゆ
る

人
格
権
の
一
内
容
と
し
て
憲
法
一
三
条
に

よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
は
、
自
己

情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
重
要
な
一
内
容

と
し
て
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

○
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
住
民
に
相
当
深
刻
な

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
侵
害
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
全
員
を
強
制
的
に

参
加
さ
せ
る
住
基
ネ
ッ
ト
を
運
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
原
告
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
権
利
を
犠
牲
に
し
て
も
な
お
達
成
す
べ

き
高
度
の
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

○
こ
の
た
め
、
自
己
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
を
放
棄
せ
ず
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
の

離
脱
を
求
め
て
い
る
原
告
ら
に
適
用
す
る

限
り
に
お
い
て
、
改
正
法
の
住
基
ネ
ッ
ト

に
関
す
る
各
条
文
は
憲
法
第
一
三
条
に
違

反
す
る
と
結
論
づ
け
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

【
名
古
屋
地
裁
の
判
決
】

（
主
　
文
）

○
原
告
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

（
裁
判
所
の
判
断
）

○
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
全
国
規
模
で
の
本
人
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住
基
ネ
ッ
ト
に
係
る

二
つ
の
地
裁
判
決

県
市
町
村
課
行
政
選
挙
担
当

電子自治体コーナー

じ
め
に

は

基
ネ
ッ
ト
差
止
等

請
求
事
件
の
判
決

の
概
要

住



確
認
情
報
の
検
索
、
確
認
を
可
能
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

○
住
基
ネ
ッ
ト
の
施
行
に
伴
い
、
本
人
確

認
情
報
保
護
の
た
め
、
種
々
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
お
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
が
、
本
人

確
認
と
い
う
目
的
以
外
に
使
用
さ
れ
た

り
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
係
る
法
的

利
益
に
対
す
る
侵
害
を
引
き
起
こ
す
よ
う

な
危
険
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。

○
住
民
票
コ
ー
ド
が
個
人
情
報
を
結
合
さ

せ
る
起
点
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
証
拠

も
な
く
、
住
民
票
コ
ー
ド
が
割
り
振
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
公
権
力
に
よ
る
国
民
個
人

の
情
報
の
一
元
的
な
管
理
が
可
能
と
な
る

も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
ら

が
何
ら
か
の
権
利
な
い
し
法
的
利
益
を
侵

害
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

判
断
の
異
な
る
二
つ
の
判
決
が
日
を
お

か
ず
に
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
紙
の

い
く
つ
か
は
、
六
月
一
日
付
け
社
説
の
中

で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

あ
る
社
説
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
の
離

脱
を
求
め
る
人
の
意
向
を
無
視
す
る
の
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
す
る
金
沢
地
裁

の
判
決
を
評
価
し
、
当
該
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
か
ど
う
か
は
自
治
体
や
個
人
の
選
択

に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
利
用
し
な

い
こ
と
に
よ
る
不
利
益
は
、
自
ら
が
受
容

す
れ
ば
よ
い
と
す
る
主
張
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
住
基
ネ
ッ
ト
が
本
人
確

認
の
目
的
以
外
の
使
用
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
を
容
易
に
引
き
起
こ
す
危
険
な
シ
ス

テ
ム
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
名
古
屋

地
裁
判
決
を
極
め
て
妥
当
な
判
断
と
評
価

し
て
い
る
社
説
が
あ
り
ま
す
。

基
礎
年
金
番
号
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
四

情
報
の
ほ
か
収
入
や
勤
務
先
、
扶
養
関
係
、

振
込
口
座
番
号
な
ど
を
一
元
的
に
管
理
す

る
シ
ス
テ
ム
が
既
に
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
し
な
が
ら
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
電
子
政

府
・
電
子
自
治
体
構
想
の
基
盤
に
な
る
も

の
で
あ
り
、
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）社
会
の
中

で
育
て
て
い
く
べ
き
シ
ス
テ
ム
だ
と
主
張

し
て
い
ま
す
。

マ
ス
コ
ミ
の
論
調
も
ま
た
、
二
つ
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。

総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
で
は
、

両
判
決
を
踏
ま
え
る
中
で
、
金
沢
地
裁
判

決
に
つ
い
て
は
「
住
基
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
の

理
解
が
得
ら
れ
ず
、
県
な
ど
の
主
張
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
は

極
め
て
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。
関
係
機
関

と
相
談
し
、
し
か
る
べ
き
対
応
を
行
っ
て

い
き
た
い
」
旨
の
、
ま
た
、
名
古
屋
地
裁

判
決
に
つ
い
て
は
、「
住
基
ネ
ッ
ト
の
適
法

性
、
有
効
性
に
つ
い
て
国
の
主
張
の
正
当

性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い

る
。
今
後
も
、
総
務
省
と
し
て
、
従
来
ど

お
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
運
用
に
努

め
て
い
く
」
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
金
沢
地
裁
判
決
に
対
し
、
県

及
び
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
が
控
訴
状

を
提
出
す
る
に
当
た
り
次
の
と
お
り
コ
メ

ン
ト
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

「（
略
）
個
々
の
住
民
が
拒
否
す
る
場
合

に
は
本
人
確
認
情
報
を
都
道
府
県
や
国
の

行
政
機
関
等
が
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
な

い
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
各
行
政
機
関
に

お
い
て
住
基
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
事
務
処

理
と
従
前
の
事
務
処
理
の
二
重
の
事
務
処

理
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
情
報
通
信
技
術
を

利
用
し
て
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
行
政

事
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
不
可
能
に

な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
是

認
で
き
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
住
基

ネ
ッ
ト
は
、
電
子
政
府
・
電
子
自
治
体
の

基
盤
で
あ
り
、
行
政
手
続
の
一
層
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
を
進
め
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
正
し
い
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
、
総
務
省
と
し
て
も
、
最
大
限
の
努

力
を
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。」

現
在
、
全
国
の
十
三
の
地
方
裁
判
所
で
、

国
等
を
被
告
と
す
る
住
基
ネ
ッ
ト
関
連
訴

訟
が
係
属
中
で
す
が
、
今
後
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
異
な
る
司
法
判
断
が
示
さ
れ
る
な
ら

ば
、
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
や
信
頼
性
と
い

っ
た
面
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

住
基
ネ
ッ
ト
は
、
総
務
省
の
コ
メ
ン
ト

に
も
あ
る
と
お
り
、
住
民
の
利
便
性
の
向
上

や
行
政
事
務
の
効
率
化
に
有
益
で
あ
る
と

と
も
に
、
電
子
自
治
体
を
構
築
し
て
い
く
上

で
の
基
盤
と
な
る
重
要
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

本
県
に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
、
法
令
に

基
づ
き
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
運
用
に
努

め
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
電
子
自
治
体

の
実
現
に
向
け
た
精
力
的
な
取
り
組
み
を

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
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判
決
に
対
す
る

マ
ス
コ
ミ
の
論
調

両

務
省
の
見
解

総

わ
り
に

お
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市
町
村
の
出
資
し
て
い

る
い
わ
ゆ
る
地
方
公
社

（
第
三
セ
ク
タ
ー
及
び
地

方
三
公
社
）の
設
立
状
況

及
び
経
営
状
況
等
に
つ
い

て
、
平
成
十
六
年
度
に
総

務
省
が
実
施
し
た「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
状
況

に
関
す
る
調
査
」を
基
に
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

①
　
地
方
公
社
の
数

平
成
十
六
年
度
に
は
市
町
村
合
併
に
伴
う

法
人
の
統
合
が
一
件
あ
り
、
現
在
法
人
数
は

四
十
三
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
　
地
方
公
社
の
種
類

四
十
三
法
人
を
業
務
分
類
で
み
る
と
、「
観

光
・
レ
ジ
ャ
ー
」十
一
法
人
、「
教
育
・
文
化
」十

法
人
、「
地
域
・
都
市
開
発
」八
法
人
、「
農
林

水
産
」四
法
人
、「
商
工
」三
法
人
、「
そ
の
他
」

三
法
人
、「
運
輸
・
道
路
」二
法
人
、「
社
会
福

祉
」一
法
人
、「
情
報
処
理
」一
法
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。

③
　
地
方
公
社
の
法
人
形
態

法
人
形
態
は
民
法
法
人（
財
団
法
人
な
ど
）

が
十
九
法
人
、
商
法
法
人（
株
式
会
社
な
ど
）

が
十
七
法
人
、
地
方
三
公
社（
県
内
は
土
地
開

発
公
社
の
み
）が
七
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
　
地
方
公
社
に
対
す
る
出
資
の
状
況

出
資
金
の
総
額
は
二
、
九
〇
三
、
七
三
三

千
円
で
、
こ
の
う
ち
市
町
村
が
出
資
し
て
い
る

額
は
、
一
、
四
一
六
、
六
二
五
千
円
で
、
出

資
総
額
の
四
八
・
九
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

法
人
形
態
別
で
は
民
法
法
人
が
一
、
一
五
三
、

二
三
三
千
円
の
う
ち
九
五
三
、
三
二
五
千
円

（
八
二
・
七
％
）、
商
法
法
人
が
一
、
六
九
七
、

五
〇
〇
千
円
の
う
ち
四
一
〇
、
三
〇
〇
千
円

（
二
四
・
七
％
）、
地
方
三
公
社
が
五
三
、
〇

〇
〇
千
円（
一
〇
〇
％
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑤
　
地
方
公
社
の
役
職
員
数

役
員
数
は
四
百
七
十
一
人
で
、
そ
の
う
ち

地
方
公
共
団
体
退
職
者
が
十
五
人
、
地
方
公

共
団
体
出
向
者
が
九
十
四
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
職
員
数
は
四
百
八
人
で
、
そ
の
う

ち
地
方
公
共
団
体
退
職
者
が
九
人
、
地
方
公

共
団
体
出
向
者
が
四
十
一
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。

⑥
　
地
方
公
社
の
経
営
状
況

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
割
合
が
二

五
％
未
満
の
五
法
人
を
除
く
三
十
八
法
人
を

対
象（
⑦
〜
⑨
も
同
様
）と
し
た
平
成
十
五
年

度
の
経
営
状
況
を
み
る
と
、
黒
字（
経
常
利
益

を
計
上
）が
二
十
五
法
人
、
赤
字（
経
常
損
失

を
計
上
）が
十
三
法
人（
民
法
七
、
商
法
三
、

公
社
三
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
累
積
欠
損

金
を
有
す
る
法
人
又
は
正
味
財
産
が
減
少
し

た
法
人
は
六
法
人（
商
法
五
、
公
社
一
）と
な

っ
て
い
ま
す
。

⑦
　
財
政
支
援
の
状
況

市
町
村
か
ら
補
助
金
を
交
付
さ
れ
て
い
る

法
人
は
二
十
法
人（
民
法
十
七
、
商
法
一
、
公

社
二
）で
、
平
成
十
五
年
度
の
交
付
総
額
は
五

四
八
、
一
七
一
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

貸
付
金
を
受
け
て
い
る
法
人
は
四
法
人（
民
法

一
、
商
法
一
、
公
社
二
）で
、
平
成
十
五
年
度

末
現
在
の
貸
付
残
高
は
二
、
五
六
四
、
二
二

四
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
地
方
公
社
の
金
融
機
関
等
か

ら
の
借
入
に
関
し
て
、
市
町
村
が
金
融
機
関

と
締
結
し
た
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残

高
を
有
す
る
法
人
、
及
び
市
町
村
が
債
務
保

証
を
行
っ
て
い
る
地
方
三
公
社
は
八
法
人
あ

り
、
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務
残
高
が
一

七
〇
、
五
〇
三
千
円（
二
法
人
）、
債
務
保
証

契
約
に
係
る
債
務
残
高
は
三
八
、
一
〇
八
、

九
二
六
千
円（
六
法
人
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑧
　
情
報
公
開
の
状
況

条
例
・
要
綱
等
に
よ
り
情
報
開
示
を
定
め

て
い
る
法
人
は
三
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

情
報
公
開
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
三
十
六

法
人
で
財
務
諸
表
等
の
情
報
を
公
開
し
て
い

ま
す
。

⑨
　
点
検
評
価
体
制
の
状
況

経
営
に
関
し
、
有
識
者
等
か
ら
構
成
さ
れ

る
委
員
会
等
を
開
催
す
る
な
ど
、
定
期
的
な

点
検
評
価
の
体
制
が
整
っ
て
い
る
法
人
は
、
二

法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
、
県
内
の
地
方
公
社
の
状
況
に
つ
い
て

概
略
を
説
明
し
ま
し
た
が
、
地
方
公
社
を
取

り
巻
く
状
況
も
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
経

営
状
況
が
深
刻
化
す
る
な
ど
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
運
営
改
善
等

に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
、
平
成
十
五
年

十
二
月
十
二
日
付
け
で
、「
第
三
セ
ク
タ
ー
に

関
す
る
指
針（
平
成
十
一
年
五
月
二
十
日
）」

が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
総
務

省
に
お
い
て「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政

Q
A

自 治 
&

お答えします 

QA
県
内
の
市
町
村
が
出
資
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
状
況

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
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改
革
の
推
進
の
た
め
の
新
た
な
指
針
」が
策
定

さ
れ
、
そ
の
主
要
事
項
の
中
に
第
三
セ
ク
タ
ー

の
抜
本
的
な
見
直
し
、
及
び
土
地
開
発
公
社

を
は
じ
め
と
す
る
地
方
公
社
の
経
営
健
全
化

に
つ
い
て
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
更
な
る
経
営

改
革
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
県
内
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
主

た
る
業
務
が
公
の
施
設
の
管
理
を
行
っ
て
い

る
法
人
が
十
八
法
人
、
主
た
る
業
務
で
は
な

い
が
公
の
施
設
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
法
人
が

六
法
人
と
、
半
数
以
上
の
法
人
が
公
の
施
設

の
管
理
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成
十
八
年

九
月
の
指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
期
限
ま

で
に
、施
設
そ
の
も
の
の
存
続
・
廃
止
も
含
め
、

早
急
に
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
証
が

必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
地
方
公
社
を
取
り
巻
く
状

況
は
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
監
査

体
制
の
強
化
や
、
点
検
評
価
の
充
実
、
情
報

公
開
、
ま
た
民
営
化
を
含
め
た
既
存
団
体
の

見
直
し
等
を
一
層
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

地
方
税
の
徴
収
事
務
に

つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の

状
況
や
地
方
分
権
の
流

れ
、
公
平
な
納
税
の
実
現

に
対
す
る
国
民
の
要
請
な

ど
を
踏
ま
え
、
地
方
税
の
公
平
な
徴
収
の
確

保
や
徴
収
率
の
向
上
、
徴
収
事
務
の
効
率
化

及
び
徴
税
コ
ス
ト
の
低
減
化
を
進
め
る
観
点
か

ら
、
国
に
よ
る
民
間
開
放
に
係
る
制
度
改
正

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
の
現
場
に

お
い
て
、
民
間
活
力
の
導
入
に
よ
る
徴
収
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

最
初
に
、
こ
れ
ま
で
、
地
方
税
の
徴
収
に
つ

い
て
は
、
地
方
団
体
の
長
か
ら
委
任
を
う
け
た

市
町
村
吏
員
が
徴
税
吏
員
と
し
て
、
徴
収
を
行

う
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
十

五
年
度
の
制
度
改
正
に
よ
り
地
方
税
の
収
納

事
務
を
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
五
八

条
の
二
）。

次
い
で
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
に
閣

議
決
定
さ
れ
た「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進

三
ヶ
年
計
画
」の
中
で
は
、
地
方
財
政
が
厳
し

い
状
況
に
あ
る
中
、
地
方
税
の
徴
収
率
の
向
上

を
図
る
こ
と
や
、
国
民
の
納
税
に
つ
い
て
の
不
公

平
感
を
払
拭
す
る
観
点
か
ら
、
徴
収
事
務
に
ノ

ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
民
間
事
業
者
の
活
用
を
一
層

推
進
す
る
よ
う
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
す

（「
地
方
税
の
徴
収
に
係
る
合
理
化
・
効
率
化
の

一
層
の
推
進
に
つ
い
て
」平
成
十
七
年
四
月
一

日
総
税
企
第
七
十
九
号
総
務
省
自
治
税
務
局

長
通
知
）。

地
方
税
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
民

間
事
業
者
の
活
用
を
行
う
場
合
に
は
、
個
人

情
報
保
護
政
策
と
の
整
合
性
に
留
意
し
つ
つ
、

そ
の
委
託
に
関
し
て
は
慎
重
な
取
扱
い
が
必
要

で
す
。
納
税
者
に
関
す
る
情
報
は
、
特
に
慎
重

Q
地
方
税
の
徴
収
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
民
間
開

放
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

に
保
護
す
る
こ
と
を
要
す
る
重
要
な
情
報
で

あ
る
た
め
、
秘
密
情
報
に
遺
漏
を
生
じ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
民
間
事
業
者
へ
委
託
を
行
う
際
に
は
、
当

該
事
務
内
容
に
応
じ
、
民
間
委
託
し
た
事
務

を
徴
税
吏
員
の
管
理
下
で
行
わ
せ
る
こ
と
や
、

情
報
の
他
用
途
利
用
の
禁
止
、
事
務
委
託
の
再

委
託
の
禁
止
を
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
、
情
報
の

厳
正
な
取
扱
い
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
立
入
調
査
や
差
押
え
、
公
売
等

の
強
制
処
分
に
つ
い
て
は
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
徴
税
吏
員
に
実
施
主
体
が
限
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
公
権
力
の
行
使

に
当
た
る
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
公
権
力
の
行
使
に
関
連
す
る
補

助
的
な
事
務
は
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

民
間
委
託
が
可
能
な
事
務
の
例
と
し
て
は
、

次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
よ
る
収
納
事
務

・

滞
納
者
に
対
す
る
電
話
に
よ
る
自
主
的

納
付
の
呼
び
か
け
事
務

・

納
税
通
知
書
・
督
促
状
等
の
印
刷
、作
成
、

封
入
等
の
事
務

・

不
動
産
公
売
情
報
の
配
付
・
広
報
宣
伝
事

務

・

差
押
物
件
等
の
鑑
定
及
び
搬
送
事
務

こ
の
ほ
か
非
常
勤
職
員
等
の
活
用
に
つ
い
て

は
、
担
当
で
き
る
事
務
や
公
権
力
の
行
使
が
可

能
と
な
る
職
員
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

最
初
に
、
民
間
委
託
と
同
様
に
公
権
力
の

行
使
に
当
た
ら
な
い
事
務
や
公
権
力
の
行
使

に
係
る
補
助
的
な
事
務
に
つ
い
て
は
可
能
と
な

る
職
員
、
次
に
、
当
該
地
方
団
体
に
勤
務
し
て

い
た
退
職
者
を
再
任
用
職
員
や
短
時
間
勤
務

職
員
と
し
て
採
用
し
、
併
せ
て
徴
税
吏
員
に
任

命
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
権
力
に
当
た
る
事
務

が
可
能
と
な
る
職
員
、
さ
ら
に
は
、
平
成
十
六

年
六
月
に「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期

付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
」が
改
正（
平

成
十
六
年
八
月
施
行
）さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当

該
地
方
団
体
の
退
職
者
に
限
定
せ
ず
、
都
道
府

県
や
国
の
税
務
職
員
の
退
職
者
を
含
め
民
間
の

幅
広
い
候
補
者
の
中
か
ら
、
適
任
者
を
短
時
間

勤
務
職
員
と
し
て
採
用
し
、
併
せ
て
徴
税
吏
員

に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
公
権
力
に
当
た
る
事

務
が
可
能
と
な
る
職
員
と
い
っ
た
職
員
に
採
用

さ
れ
る
対
象
者
が
広
く
民
間
に
拡
大
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
地
方
税
の
収
納
委
託（
い
わ
ゆ
る
コ
ン

ビ
ニ
収
納
）に
つ
い
て
は
、
住
民
の
地
方
税
納
付
の

便
宜
を
図
る
と
と
も
に
収
納
率
の
向
上
に
も
つ

な
が
る
も
の
と
し
て
、
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
が
、こ
の
収
納
事
務
委
託
を
行
っ
た
場
合
に
は

市
町
村
は
受
託
者（
コ
ン
ビ
ニエ
ン
ス
ス
ト
ア
等
）に

つ
い
て
、
収
納
事
務
の
状
況
を
検
査
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
五
八

条
の
二
第
三
項
）。
検
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
委

託
契
約
を
締
結
す
る
段
階
か
ら
、
予
め
当
事
者

間
で
相
談
し
、
合
意
を
得
て
お
く
な
ど
、
円
滑
な

検
査
を
実
施
す
る
た
め
に
、
事
前
の
協
議
を
十

分
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
制
度
改
正
が
進
め
ら
れ
て

き
た
徴
収
に
つ
い
て
の
民
間
開
放
を
含
め
、
徴
収

率
向
上
に
つ
い
て
の
取
組
内
容
や
そ
の
成
果
は
、

住
民
等
の
納
税
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
る

た
め
、
分
か
り
や
す
く
住
民
等
へ
公
表
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、
徴
収
状

況
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
公
表
に
関
し
て
は
徴
収
の

実
態
を
で
き
る
限
り
正
確
に
理
解
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
国
に
お
け
る
制
度
改
正
の
趣
旨
を

斟
酌
し
、
各
市
町
村
が
地
域
の
実
情
を
考
慮
し

な
が
ら
、
自
ら
責
任
を
持
っ
て
判
断
し
、
積
極
的

に
施
策
の
展
開
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

A



市町村イベントごよみ 9     September 　October
 10

YAMANASHI JICHInoKAZE 2005/09#18 034

ドラゴンフェスタ
甲斐市

平成17年10月9日（日）
（会場：赤坂台総合公園【ドラゴンパーク】）

花木咲き乱れる広大な公園内で、南に富士山を望む絶景の景観の中、キャラク
ターショー、信玄太鼓、みゆきソコダイ踊り、市内小中学校の演奏などのステー
ジ、出店ブースでは、市内の団体による多様な出店、各種特産品の販売などが行
われ、また目玉企画であるカツオの販売や、ソーラー電車の体験コーナーもあり
ます。
スポーツフェスティバルでは、長靴飛ばし、一輪車タイムトライアル、ストラッ

クフリスビー、体力測定、ジョギング教室など、人気の軽スポーツがお楽しみい
ただけます。そして、祭りのフィナーレには、秋の夜空を飾る花火コンサートが行
われます。秋の１日を満喫することの出来る催しが盛りだくさんですので、多く
の皆様のご来場をお待ちしております。

身延山御会式万灯行列
身延町

平成17年10月12日（水）
（会場：身延町身延総門～三門～身延山久遠寺境内）

身延山御会式万灯行列は、日蓮聖人が弘安5年（1282）10月13日に61歳の生
涯を終えた時、季節はずれの周囲の桜が一斉に咲き揃い、弟子信者がこの桜の下
で日蓮聖人を悼んだと伝えられる故事に由来しているものです。
この古事から、細長い竹のヤナギに、吉野紙で造った桜花を飾り付けた万灯が

作られるようになり、毎年10月12日の夜には、県内外から2000人余りが参加
し万灯行列が行われます。
参加した万灯講は、花と灯明で飾り付けられた万灯を従え、太鼓、笛、鐘など

のお囃子のリズムに合わせて振るう「まとい」の舞を先頭に、勇壮に参道を練り
歩き、最後に久遠寺本堂の前で万灯を奉納します。
【問い合わせ先】身延町身延山観光協会　TEL 0556－62－0502
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新市誕生記念イベント
山梨市

平成17年10月15日（土）
（会場：山梨市民会館））

新生「山梨市」の誕生を祝して、記念イベントを開催いたします。
山梨市民吹奏楽団によるオープニングセレモニー・合併功労者表彰・「山梨

市の未来」作文応募作品の中から優秀作品表彰及び作品発表・国際交流イベン
ト・日本伝統武道の紹介・小学生による英語劇発表・新市PRパネル展示（イベ
ント及び文化財）・筝曲・市の名水を使ったお茶会・その他
時　間　9：30～13：30
問合せ　山梨市役所秘書人事課　　TEL 0553－22－1111（内線212）

お茶壷道中行列
都留市

平成17年10月30日（日）
（会場：都留市立谷村第一小学校周辺）

お茶壷道中とは、徳川将軍家御用の茶を江戸城に運ぶ宇治採茶使の一行を「茶壷道中」
と呼び、その派遣は慶長18年（1613）を初見として、幕末の慶応3年（1867）まで
250年にわたって続きました。茶壷道中は、18世紀の始め頃までは往路は東海道、復路
は中山道・甲州街道を経由していたとされ、その途中甲州谷村に立ち寄って、茶壷を谷村
藩主秋元家に預け、夏の間勝山城の茶壷蔵へ格納していたといわれております。その期
間については諸説もありますが、一説には寛永年間（1624～43）から元禄3年（1690）
頃まで行われており、当時の茶壷道中において都留市は、重要な土地であったといえま
す。また、当時「お茶蔵」は全国で唯一のものであり、勝山城に保管された「お茶」は最高
級の品物であったそうです。往時の様が再現されます。是非ご覧ください。

武田勝頼公新府入城祭り
韮崎市

平成17年10月9日（日）
（会場：市内中心部）

「武田勝頼公新府入城祭り」を10月9日（日）に実施します。「新府城」、「武
田勝頼公」にスポットをあて、市民総参加型の一大イベントとして開催します。
当日は、本町通りと駅前中央通りが交通規制区間となり地元農産物・特産品の
出店、パレードや時代絵巻行列、また、本陣を始め、各陣屋（4ヵ所）では、武
田家とゆかりのある都市との交流、毎年大好評の「武田の里スタンプラリー」、
その他各ミニイベントなど多数実施します。
ご家族、お友達おそろいで歴史と浪漫に彩られた私たちのふるさと「武田の

里」を一日満喫してみませんか。
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市
町
村
振
興
協
会
た
よ
り

（財）地域活性化センターが設置、運営している「ふるさと情報プラザ」では、全国約
2,500自治体等の観光、物産、イベント等様々な分野のパンフレット（約4,000種類）が
都道府県市区町村別に展示・提供されています。
また、プラザ内には都道府県や市区町村等の主催による観光キャンペーン、地場産業品等

の展示・販売等、様々なイベントが実施できるスペースが設けてあり、各自治体に無料で貸
し出す等の支援が実施されています。
この様に「ふるさと情報プラザ」は、様々な情報を、様々な手段を用い、首都圏の方々に

発信できる情報発信基地として広く活用されています。

お問い合わせ
ふるさと情報プラザ
開館時間　11:00～19:00（土・日・祝祭日、年末年始は休館）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館1階
TEL：03-3284-0855 FAX：03-3284-0755
URL：http://homepage3.nifty.com/fjp/

ふるさと情報プラザについて

本協会では、市町村振興宝くじ（通称：サマージャンボ宝くじ）の収益金を基金と
して、市町村振興に資する様々な事業を実施しています。
今回の市町村振興協会たよりでは、市町村振興事業の一環として、本県市町村の利

用料の全額を助成している「ふるさと情報プラザ」について紹介します。

ふるさと情報プラザ所在地



　私たちは、４月から中越地震により壊滅的な被害を受けた山古志地域の市道復旧のため、
長岡市山古志支所建設課に派遣されました。 
　現在、全国から集まった１２名の派遣職員が「種苧原」、「虫亀」、「竹沢」、「南平・東竹沢」地
区の４班体制で市道復旧事業に携わっています。私たちの班は、山古志地域の南西部に位
置する竹沢地区の工事の設計施工管理及び監督業務を担当しています。 
　山古志地域では、ほぼ全域で地すべりや崖崩れが発生し、道路は至る所で寸断され、約４
割の家屋が全壊との報告でした。長い間、避難生活を余儀なくされた住民の方々は本当に
ご苦労されていることと思います。 
　現在、私たちは、施工可能な範囲の発注を済ませ、少しずつではありますが復興活動が前
進しはじめました。そして梅雨明け後、ようやく一部の地域で避難解除がされ、自宅へ帰れ
るようになりました。 
  山古志は、棚田や多くの自然を有し、牛の角突き、錦鯉などすばらしい文化があります。今
後、平成１８年９月の全住民の帰村に向け、山古志の方々とともに、１日も早く本来の山古志を
取り戻すようがんばってまいります。 

　８月８日、衆議院の突然の解散により始まった総選挙。執行事務に追われ、
夏休みどころか土日も十分に休めなかった選管職員の方も大勢いるだろう。
本誌の編集も、選挙事務に忙殺される中での作業となった。気がつけば９月
も半ば。何とか予定どおりに発刊できほっとしている。                                     

土
屋
直
生 

さ
ん（
笛
吹
市
） 

雨
宮
史
宜 

さ
ん（
笛
吹
市
） 
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ら
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※青いヘルメットが土屋さん、白いヘルメットが雨宮さんです。 



平成17年9月発行第18号  発行／（財）山梨県市町村振興協会  〒400-8587  甲府市蓬沢1丁目15-35 TEL.055-237-3153 yamanashi@ympa.or.jp
編集／山梨県総務部市町村課  〒400-8501  甲府市丸の内1丁目6-1  TEL.055-237-1111 shichoson@pref/yamanashi.lg.jp[ ]

  　
平
成
17
年
9月
26
日
（
月
）
か
ら
、
1
等
前
後
賞
あ
わ
せ
て

2
億
円
が
当
た
る
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
くじ
が
発
売
さ
れ
ま
す
。 

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
全
額
市
町
村
へ
交
付
さ
れ
、
市

町
村
の
明
る
い
街
づ
く
り
や
環
境
対
策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
、

地
域
住
民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
秋
の
夜
長
は
、
サ
ン
マ
に
ま
つ
た
け
・
・
・
そ
し
て
一
番
お
い

し
い
！オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
くじ
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 
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